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評価シート（ １） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

第２ 業務運営の効率化に関す

る事項 

第１ 業務運営の効率化に関す

る目標を達成するためとる

べき措置 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ 

3.82 

Ａ 

4.00 

Ａ 

4.00

Ａ 

3.78

Ａ 

3.90

Ａ 

3.90 

         

１ 機構の組織・運営体制の

見直し 

１ 機構の組織・運営体制の

見直し 

１ 機構の組織・運営体制の見直し       

業務の効果的実施等の観

点から次のとおり適宜弾力

的に見直しを行うこと。 

機構の業務運営を効率的

かつ効果的に実施するた

め、次のとおり取り組む。 

機構の運営業務を効率的かつ効果的に実施するため、次のような取組を行った。       

(１) 労災病院の全国的・体

系的な勤労者医療におけ

る中核的役割の推進、産

業保健推進センターの産

業保健関係者への支援活

動等の機能強化のため、

本部の施設に対する業務

運営支援・経営指導機能

などのマネジメント機能

を強化すること。 

(１) 本部役職員と施設の管

理者間の施設運営に関す

る協議、施設の経営分析

に基づく指導の強化な

ど、本部の施設運営支

援・経営指導体制を強化

する。特に労災病院につ

いては、病院毎の財務分

析・情報提供を推進す

る。 

(１) 本部の施設運営支援・経営指導体制の強化 

① すべての職員に対する理事長からの経営基盤の確立に向けた取組指示文書の配布 

 【平成１６年度】 

・自分の足で立つ経営を行うことの重要性を説いた文書を配布 

【平成１７年度】 

・機構の抱える課題と経営状況及び計画の達成に向けた取組の徹底を指示する文

書を配布 

【平成１８年度】 

・第１四半期の事業実績を踏まえ、経営目標の設定と目標達成へ向けた新たな行

動計画の策定を指示する文書を配布 

【平成１９年度】 

・平成１９年度の重要性の意識付けと年間計画達成への迅速な対応について徹底

を指示する文書を配布 

【平成２０年度】 

・平成２０年度は収支相償を達成すべき最終年度であることの意識付けと早急に

収入の確保及び支出の抑制に向けた取組の徹底を図るよう指示する文書を配布 

② 中期目標・中期計画達成へ向けた運営基本方針の策定及び全職員への配布 

【平成１６年度から平成２０年度まで】 

・中期目標・中期計画を確実に達成するため、毎年度、各施設が取り組むべき事

項や方向性を示した運営の基本方針を策定し、全職員に配布 

③ 各種会議等を通じた中期目標・中期計画の達成に向けた取組の指示 

【平成１６年度】 

・臨時の院長会議を開催し中期目標・中期計画の達成に向けた取組を徹底するよ

う指示したことを皮切りに、各種本部主催会議において、機構全体を挙げて中

期目標の達成、事業の効率化等に取り組むよう指示 

【平成１６年度から平成２０年度まで】 

・機構の置かれている状況や運営方針について、本部役職員が施設、技師会総会

等に出向き、運営会議あるいは技師会総会等の場で各職種代表者及び職員に対

して直接説明を行い、計画の達成に向けた取組を指示 

【平成１９年度】 

・平成１９年度においては、平成１８年の診療報酬の大幅なマイナス改定の影響

が強く残り、医師不足・看護師不足が急速に進行する中、中長期的な視点から

も経営基盤の確立及び医療の質と安全を確保する観点から、医師・看護師の確

保、医療機器の計画的な整備等の先行投資に重点的に取り組むことを基本方針

とした。この基本方針の下で平成２０年度の収支相償を達成させる観点から、

緊急のものも含め、本部主催会議を連続して開催し、新たな施設基準の取得等

による増収を図るとともに、積極的医療の展開に当たるよう指示を行った。 

      

別 紙 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

・例年６月開催の春季全国労災病院長会議を４月に前倒しして開催し、平成１９

年度は第１期中期目標期間の実質的な最終年度という重要な年度であることを

踏まえ計画の達成に向けた取組を徹底するよう指示 

【平成２０年度】 

・今中期目標期間の最終年度に当たる平成２０年度は、昨年度に引き続き医師の

引き揚げ及び病院機能の集約化に起因する医師不足と看護師不足が進行する中

で、診療報酬のマイナス改定（△０．８２％）、原油価格の急騰及びサブプラ

イムローンの破綻に起因する世界的な不況の深刻化に伴う年金基金資産の運用

環境の一層の悪化という大変な逆風下で、あらかじめ病院長との個別協議を重

ね、医師の確保、診療報酬改定及びＤＰＣに的確に対応し増収を図るとともに

費用対効果のない増員は認めない、安価な材料への切替え及び共同購入の拡大

による材料費の削減、機器整備等の投資的経費の計画的な抑制、業務経費の

２％カットを行うなど支出を極力抑制することにより収支相償を達成すること

を病院運営の基本方針として取組を徹底するよう緊急のものも含め本部主催会

議を連続して開催し、指示を行った。 

④ 本部の役職員と施設の管理者間の施設運営に関する協議の実施 

【平成１６年度から平成１９年度まで】 

・本部・病院間の協議（病院協議）において、運営状況及び目標達成のための具

体的取組、中長期的な経営見通し等について病院ごとに協議を実施し平成２１

年度までの経営目標と計画達成に向けた取組事項を策定 

【平成１８年度】 

・平成１８年度上半期実績を踏まえ、平成１８年度当初計画の達成に向け下半期

の経営目標見直し後計画（リカバリー計画）を策定 

【平成１９年度】 

・年度計画を確実に達成する観点から第１四半期の実績に基づき年間収支推計を

実施し、その結果に関して各病院の実態や今後の見通し、取組等について院

長、事務局長との個別協議を実施 

・平成１９年度上半期実績を踏まえ、下半期の当初計画に対する見直し後計画及

び計画達成のための行動計画を策定 

【平成２０年度】 

・平成２０年度は収支相償を達成すべき最終年度に当たることから、あらかじめ

本部と病院長が個別協議を重ね、各病院の経営課題とそれを克服するための取

組事項などについて運営計画を策定した。 

・年度計画を確実に達成する観点から４月、５月の実績に基づき年間収支推計を

実施し、計画達成に懸念のある病院に対しては役員が直接出向き病院幹部と個

別協議を実施した。 

・平成２０年度上半期の実績を踏まえ下半期の経営目標及び経営目標達成のため

の行動計画を策定 

⑤ 経営改善に向けた組織体制整備 

【平成１６年度】 

・個々の労災病院に対する運営支援・経営指導をより強化するため、経営指導課

を設置 

・本部内に理事長をトップに、各理事、関係部長等を構成員とする経営改善推進

会議を設置し、さらにその下に経営改善を着実に推進するため、本部内関係各

課からなる経営改善プロジェクトチームを設置 

・中期目標等で求められる目標の達成を確実なものとするため、事業ごと、施設

ごとに目標・評価指標、行動計画を定め評価を実施する内部業績評価制度を導

入 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

【平成１７年度】 

・平成１６年度に設置した経営指導課を改編し、経営企画室を設置し、個々の労

災病院の経営分析指標に基づく経営支援・指導体制を強化 

・各労災病院における経営企画機能の強化を図るため、各病院に経営企画課を設

置することを決定 

【平成１８年度】 

・病院ごとの経営管理機能を強化するため、病院経営に係る経営戦略の企画立案

を担当する経営企画課を７病院に設置 

【平成１９年度】 

・平成１９年度に８病院へ拡大した経営企画課を中心に経営改善のために取り組

むべき課題の策定と実施後の評価を行い、その取組について本部主催会議にお

ける事例報告により共有化することにより、経営改善に関する企画力、知識の

一層の向上を図った。 

【平成２０年度】 

・平成２０年度に８病院から１０病院へ拡大した経営企画課を中心に経営改善の

ために取り組むべき課題の明確化と課題克服に向けた取組についての事例報告

を内容とする本部主催会議を開催することにより、経営改善に関する企画力、

知識の一層の向上を図った。 

⑥ 本部主導による経費の削減に向けた取組 

【平成１７年度】 

・薬品・診療材料・衛生材料の共同購入を開始 

【平成１８年度】 

・診療材料・衛生材料に加えて高度放射線医療機器の共同購入を開始 

【平成１９年度】 

・高度放射線医療機器に新たに体外衝撃波結石破砕装置を加えた高額医療機器、

診療材料、衛生材料の共同購入を実施 

【平成２０年度】 

・これまでの高度放射線医療機器及び診療材料に加えて平成 

２０年度は新たに超音波診断機器、後発医薬品及び高額手術材料の共同購入を

開始した。 

(２) 役員の業績、職員の勤

務成績、法人の事業実

績、社会一般の情勢等を

反映した人事・給与制度

を導入すること。 

(２) 外部機関等を活用して

情報を収集し、新たな人

事・給与制度を速やかに

導入する。 

(２) 新たな制度導入に向けて次のような取組を行った。 

【平成１６年度】 

・新たな制度の構築に当たり、外部コンサルタントから各種情報等の提供、提案な

どを受け、検討を行った。 

【平成１７年度】 

・医師以外の職員俸給２．５％カットを実施するとともに、施設別の業務実績を給

与へ反映させる制度の導入に向け、理事長名文書を職員一人一人に配布するな

ど、職員のモチベーションとモラールの維持・向上に配慮しつつ、制度構築を行

った。 

【平成１８年度】 

・施設及び部門の業務目標の達成を確実なものとするため、管理職について個人別

の役割目標を設定した「個人別役割確認制度」を導入した。 

・勤勉手当に対して施設別業務実績（医療事業収支率）を反映させる制度を施行す

るとともに、管理職手当については定額支給とし、年功的な要素を見直した。 

【平成１９年度】 

・前年度の施設別業務実績（医療事業収支率）により勤勉手当を増減させるととも

に、当該制度の主旨、内容を各種会議等において周知徹底し、職員のモチベーシ

ョン及びモラールの向上が図れるよう努めた。 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

【平成２０年度】 

・施設別業務実績による勤勉手当の増減を継続し、職員の総合満足度及び看護師の

離職率の改善に努めた。 

年度 総合満足度 看護師離職率

16年度 － 12.3 

17年度 50.7 11.8 

18年度 51.6 10.3 

19年度 53.4 10.2 

20年度 54.7 10.3 
 

         

２ 一般管理費、事業費等の

効率化 

２ 一般管理費、事業費等の

効率化 

２ 一般管理費・事業費等の効率化       

(１) 中期目標期間の最終年

度において、特殊法人時

の最終年度（平成１５年

度）に比し、一般管理費

（退職手当を除く。）に

ついては１５％程度、ま

た、事業費（労災病院、

医療リハビリテーション

センター及び総合せき損

センターを除く。）につ

いては５％程度節減する

こと。 

(１) 一般管理費（退職手当

を除く。）については、

人件費の抑制、施設管理

費の節減を図り、中期目

標期間の最終年度におい

て、特殊法人時の最終年

度（平成１５年度）の相

当経費に比べて１５％程

度の額を節減する。 

また、事業費（労災病

院、医療リハビリテーシ

ョンセンター及び総合せ

き損センターを除く。）

については、物品調達コ

ストの縮減、在庫管理の

徹底、業務委託契約・保

守契約の見直し等によ

り、中期目標期間の最終

年度において、特殊法人

時の最終年度（平成１５

年度）の相当経費に比べ

て５％程度の額を節減す

る。 

(１) 一般管理費・事業費の節減 

一般管理費削減率の推移（１５年度実績２２５億円との比較） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

△3.7％ △6.9％ △10.2％ △12.1％ △15.1％ 

① 一般管理費（退職手当を除く。）については、平成１５年度に比べ１５．１％の

節減（節減額３４億円：平成１６年度から平成２０年度までの５年間で中期目標を

達成）を実施した。主な節減の取組事項は以下のとおりである。 

【平成１６年度】（△８．３億円） 

・人件費の抑制で△５２２百万円 

賞与支給月数を０．１６月カット、１２月期期末・勤勉手当に係る管理職加算

割合を半減 

・競争入札の積極的な実施等で△４１百万円 

・省資源・省エネルギーの推進等で△２１百万円 

【平成１７年度】（△７．３億円） 

・人件費の抑制で△３３３百万円 

事務職員数の縮減、職員俸給２．５％カット、賞与支給月数を更に０．１４月

カット、期末・勤勉手当に係る管理職加算割合の半減措置を継続 

・業務委託費の契約内容見直し等で△５７百万円 

・競争入札の更なる実施等で△２３百万円 

【平成１８年度】（△７．４億円） 

・人件費の抑制で△６００百万円 

期末手当支給月数を０．１月カット、賞与支給月数０．３月カットを継続、期

末・勤勉手当に係る管理職加算割合を更に１００分の２カット 

・業務委託費の内容見直し及び競争入札の実施等で△２０百万円 

【平成１９年度】（△４．２億円） 

・人件費の抑制で３４３百万円 

事務職員数等の削減、期末手当支給月数０．１月カットを継続、賞与支給月数

０．３月カットを継続、期末・勤勉手当に係る管理職加算割合のカットを継

続、人事院勧告における給与引上げ改定（俸給、期末勤勉手当等の引上げ）の

未実施 

・宿舎借上料の縮減及び事務機器等の再リース等で△３３百万円 

・印刷物の整理、在庫管理の徹底等で△１８百万円 

【平成２０年度】（△６．７億円） 

・人件費の抑制で△６９３百万円 

事務職員数等の削減、期末手当支給月数０．３５月カット、賞与支給月数 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

０．３月カットを継続、期末・勤勉手当に係る管理職加算割合のカットを継続。 

・業務委託費の仕様の見直し及び競争入札の実施等で△１０９百万円 

・保守契約の仕様の見直し及び競争入札の実施等で△２７百万円 

・競争入札の活用や印刷物の整理、在庫管理の徹底等で△１３百万円 

・消耗器材費のリサイクル品の活用、購入の取りやめ及び競争入札の実施等で 

△１１百万円 

・宿舎借上料の縮減及び事務機器等の再リース等で△９百万円 

事業費削減率の推移（１５年度実績５，４５５百万円との比較） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

△4.1％ △6.2％ △8.6％ △9.3％ △11.0％

② 事業費（労災病院、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターを

除く。）については、平成１５年度に比べ１１．０％の節減（節減額６億円：平成

１６年度から平成２０年度までの５年間で中期目標を大幅に達成）を実施した。主

な節減の取組事項は以下のとおりである。 

【平成１６年度】（△２．２億円） 

・印刷物作成の見直し等で△１４２百万円 

・インターネットを利用した購入手段の活用等で△５８百万円 

・産業保健推進センターの賃借料の契約交渉の強化・徹底等で△２３百万円 

・保守回数・点検項目の見直し等で△７百万円 

【平成１７年度】（△１．１億円） 

・看護専門学校の学生食の廃止等で△２６百万円 

・社会復帰指導員業務の一部を本部で行うこと等で△１５百万円 

・産業保健推進センターの事務所のより安価な場所への移転等で△１５百万円 

・産業保健推進センターの広報誌を近隣センターで共同制作したこと等で△７百

万円 

・清掃業務委託費の見直し等で△６百万円 

【平成１８年度】（△１．３億円） 

・看護専門学校の学生食の廃止等で△３０百万円 

・社会復帰指導員業務の一部を本部で行うこと等で△１６百万円 

・印刷部数・仕様の見直し等で△８百万円 

・産業保健推進センターの事務所のより安価な事務所への移転等で△８百万円 

・光熱水費の縮減で△６百万円 

【平成１９年度】（△０．４億円） 

・産業保健推進センターの事務所のより安価な事務所への移転等で△２５百万円 

・光熱水費の縮減で△８百万円 

・海外勤務健康管理センターの看護補助業務の見直し等で△４百万円 

【平成２０年度】（△０．９億円） 

・学生食の廃止で△１６百万円 

・印刷物作成の見直し、契約努力等で△１３百万円 

・光熱水費の縮減で△５百万円 

・競争入札の活用や、仕様の見直し等による業務委託費の縮減で△４百万円 

・産業保健推進センターの事務所のより安価な事務所への移転等で△２百万円 

なお、医療リハビリテ

ーションセンター及び総

合せき損センター運営業

務については、費用節減

に努めることにより、そ

の費用のうち運営費交付

医療リハビリテーショ

ンセンター及び総合せき

損センターにおける運営

費交付金の割合について

は、物品調達コストの縮

減、在庫管理の徹底等に

(２) 医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの運営費交付金の割合の

低下 

運営費交付金の削減率の推移（１５年度実績５．６％との比較） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

△3.3ﾎﾟｲﾝﾄ △3.5ﾎﾟｲﾝﾄ △4.2ﾎﾟｲﾝﾄ △4.6ﾎﾟｲﾝﾄ △5.0ﾎﾟｲﾝﾄ

医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの運営費交付金の割合に
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

金の割合を低下させるこ

と。 

よる費用節減に努めるこ

とにより、中期目標期間

の最終年度において、特

殊法人時の最終年度（平

成１５年度）に比べて５

ポイント程度低下させ

る。 

ついては、平成１５年度に比べ５．０ポイントの低下（平成１６年度から平成２０年

度までの５年間で中期計画を達成）を実施した。主な節減の取組事項は以下のとおり

である 

【平成１６年度】（△３．３ポイント） 

・職員賞与０．１６月分カット、本部からの価格情報等に基づく物品調達コストの

縮減、競争入札による委託契約の縮減等 

【平成１７年度】（△０．２ポイント） 

・医師以外の職員俸給２．５％カット及び職員賞与０．１４月分カット並びに共同

購入による薬品調達コストの縮減、節水バルブの導入による光熱水費の節減等 

【平成１８年度】（△０．７ポイント） 

・１２月期賞与（期末手当）０．１月分カット、管理職加算支給割合２％カット及

び節水バルブ導入等による光熱水費削減に加え、手術増による入院収入等の増 

【平成１９年度】（△０．４ポイント） 

・契約交渉の強化及びジェネリックへの切替による薬品費の節減、保守・業務委託

契約の見直し等 

【平成２０年度】（△０．４ポイント） 

・期末手当支給月数０．３５月分カット、賞与支給月数０．３月分カット、管理職

加算支給割合２％カット、契約交渉の強化及び後発医薬品の採用拡大による薬品

費の節減、保守・業務委託契約の見直し等 

(２) 「行政改革の重要方

針」（平成１７年１２月

２４日閣議決定）を踏ま

え、平成１８年度以降の

５年間において、国家公

務員に準じた人件費削減

の取組を行うこと。これ

を実現するため、現中期

目標期間の最終年度まで

の間においても、勤労者

医療の推進のための対応

とともに、収支相償（損

益均衡）の目標の達成に

も留意しつつ必要な取組

を行うこと。 

併せて、国家公務員の

給与構造改革を踏まえ、

給与体系の見直しを進め

ること。 

(２) 「行政改革の重要方

針」（平成１７年１２月

２４日閣議決定）を踏ま

え、平成１８年度以降の

５年間において、人件費

について、医療の質や安

全の確保、医療制度改革

の動向に即した経営基盤

の確立等を見据えつつ

５％以上の削減に取組

み、これを実現するた

め、現中期目標期間の最

終年度までの間におい

て、勤労者医療の推進の

ための対応とともに、収

支相償（損益均衡）に向

けた計画的取組にも留意

しつつ必要な取組を行

う。 

併せて、国家公務員の

給与構造改革を踏まえ、

年功的な給与上昇の抑

制、勤務実績の給与への

反映拡大等を図る。 

(３) 人件費削減及び給与制度の見直し 

人件費削減のため、人員数については、労災病院の事務職・技能業務職を中心にア

ウトソーシングによる人員削減を行い、給与についても、 

【平成１８年度】 

①１２月期の期末手当の支給月数を０．１月削減 

②管理職加算割合の半減に加え、１２月期の期末・勤勉手当に係る管理職加算割

合を更に１００分の２削減 

【平成１９年度】 

①平成１８年度に実施した給与削減措置の継続 

②人事院勧告における給与引上げ改定（俸給、期末勤勉手当等の引上げ）の未実

施 

【平成２０年度】 

①期末手当の支給月数を６月期０．２月削減、１２月期０．１５月削減 

②期末・勤勉手当に係る管理職加算割合について、平成１９年度の措置に加え６

月期の期末・勤勉手当に係る管理職加算割合を更に１００分の２削減 

を行っており、平成２２年度において、医療の質・安全の確保に配慮しつつ、「５％

に相当する額以上を減少させることを基本として」という行革推進法の趣旨が達成で

きるよう努めた。 

また、管理職手当について平成１８年度から年功的な要素を排除し定額化とすると

ともに、勤勉手当について平成１８年度に施設別の業務実績を反映させる制度を施行

し、平成１９年度６月期支給分から反映させている。 
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評価シート（ ２） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

３ 労災病院の再編による効

率化 

３ 労災病院の再編による効

率化 

３ 労災病院の再編による効率化 Ａ 

3.55 

Ａ 

4.36 

Ｓ 

4.56

Ａ 

3.56

 Ａ 

4.01 

労災病院については、

「特殊法人等整理合理化計

画」（平成１３年１２月１

９日閣議決定）及び「労災

病院の再編計画」（平成１

６年３月３０日厚生労働省

策定）に基づき、３７病院

を３０病院（５病院を廃止

し４病院を２病院に統合す

る）とする労災病院の再編

を、定められた期限（平成

１９年度）までに行うこ

と。 

労災病院の再編（統廃

合）については、「特殊法

人等整理合理化計画」（平

成１３年１２月１９日閣議

決定）及び「労災病院の再

編計画」（平成１６年３月

３０日厚生労働省策定）に

基づき、統廃合の対象病院

毎に「労災病院統廃合実施

計画」を策定し、定められ

た期限までに着実に進め

る。 

なお、労災病院の統廃合

の実施に当たっては、当該

地域における医療の確保、

産業保健活動の推進等に十

分配慮するとともに、当該

労災病院の受診患者の診療

や療養先の確保及び職員の

雇用の確保等に万全を期

す。 

労災病院の再編については、「労災病院の再編計画」（平成１６年３月３０日厚生労

働省策定）に定められた期限である平成１９年度までに、次のとおりすべての統廃合作

業を完了した。 

【平成１６年度】 

・霧島温泉労災病院を平成１６年４月９日に廃止した。 

【平成１７年度】 

・珪肺労災病院を平成１８年３月３１日に廃止し、同年４月１日に学校法人獨協学園

獨協医科大学へ移譲した。 

・大牟田労災病院を平成１８年３月３１日に廃止し、同年４月１日に財団法人福岡県

社会保険医療協会へ移譲した。 

【平成１８年度】 

・岩手労災病院を平成１９年３月３１日に廃止し、同年４月１日に資産を花巻市に譲

渡するとともに、同市が選定した医療法人杏林会に移譲した。 

【平成１９年度】 

・筑豊労災病院を平成２０年３月３１日に廃止し、同年４月１日に飯塚市へ移譲し

た。 

・美唄労災病院及び岩見沢労災病院について、平成２０年４月１日に岩見沢労災病院

を本院、美唄労災病院を分院として統合するとともに、名称をそれぞれ「北海道中

央労災病院」及び「北海道中央労災病院せき損センター」とした。 

・九州労災病院及び門司労災病院について、平成２０年４月１日に九州労災病院を本

院、門司労災病院を分院として統合するとともに、門司労災病院の名称を「九州労

災病院門司メディカルセンター」とした。 

      

         

４ 休養施設及び労災保険会

館の運営業務の廃止 

４ 休養施設及び労災保険会

館の運営業務の廃止 

４ 休養施設及び労災保険会館の運営業務の廃止       

休養施設及び労災保険会

館については、「特殊法人

等整理合理化計画」（平成

１３年１２月１９日閣議決

定）に基づき、平成１７年

度末までに全て廃止するこ

と。 

休養施設及び労災保険会

館の廃止については、「特

殊法人等整理合理化計画」

（平成１３年１２月１９日

閣議決定）に基づき、定め

られた期限までに着実に進

める。 

休養施設及び労災保険会館の運営業務の廃止については、「特殊法人等整理合理化計

画」（平成１３年１２月１９日閣議決定）に定められた期限である平成１７年度まで

に、次のとおりすべての廃止作業を完了した。 

【平成１６年度】 

・大沢野パレスを平成１７年３月３１日に廃止し、平成１７年４月２６日に石崎産業

株式会社へ移譲した。 

【平成１７年度】 

・水上荘を平成１７年５月３１日に廃止した。 

・別府湯のもりパレスを平成１７年１１月３０日に廃止した。 

・労災保険会館を平成１８年３月３１日に廃止した。 
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評価シート（ ３） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

第３ 国民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向

上に関する事項 

第２ 国民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向

上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ｂ 

3.36 

Ａ 

3.73 

Ａ 

3.67

Ａ 

3.56

Ａ 

3.60

Ａ 

3.58 

         

１ 業績評価の実施、事業実

績の公表等 

１ 業績評価の実施、事業実

績の公表等 

１ 業績評価の実施、事業実績の公表等       

 (１) 中期目標期間の初年度

に、外部有識者を含む業

績評価委員会を設置し事

業毎に事前・事後評価を

行い、業務運営に反映す

る。また、業績評価の結

果については、ホームペ

ージ等で公表する。 

(１) 外部有識者を含む業績評価の実施 

①バランス・スコアカードを用いた内部業績評価の実施 

【平成１６年度】 

・平成１７年度からすべての事業・施設ごとにバランス・スコアカードの手法を用

いた内部業績評価を実施することを決定し、平成１７年度からの本格実施に先駆

け、３労災病院で内部業績評価を先行的に実施するとともに、事業ごとの具体的

な目標・評価指標、行動計画を策定 

【平成１７年度から平成２０年度まで】 

・内部業績評価実施要領に基づきすべての事業、施設ごと、労災病院の部門ごとに

バランス・スコアカードの手法を用いた内部業績評価を実施 

・目標と実績に乖離がある事項に関しては、自己評価と管理者評価に基づきフォロ

ーアップを行うとともに、改善策について翌年度の運営方針に反映 

【平成１８年度から平成２０年度まで】 

・バランス・スコアカードの確実な達成と効果の拡充に向け、「個人別役割確認制

度」の導入・実施 

【平成１９年度及び平成２０年度】 

・急激な医療環境の変化に的確に対応するとともにバランス・スコアカードの精

度向上を図るため、全労災病院において「ＳＷＯＴ分析」を実施 

②外部有識者による業績評価委員会の実施 

【平成１６年度】 

・経営者団体代表、労働者団体代表及び学識経験者（計８名）から成る「業績評価

委員会」を設置し、平成１６年度の上半期業務実績の事後評価、平成１７年度機

構運営方針の事前評価を実施 

【平成１７年度及び平成１８年度】 

・「業績評価委員会」において前年度の決算期業務実績及び当該年度の上半期業務

実績の事後評価、翌年度の機構運営方針の事前評価を実施 

【平成１９年度及び平成２０年度】 

・前年度の業務実績に関する評価と次年度の運営に係る意見・提言を各々タイムリ

ーに審議するため、平成１９年度からは「業績評価委員会」を年２回開催（７

月、１２月）した。当該委員会において指摘された事項及び意見・提言について

は業務改善に反映させるとともに、翌年度の運営方針に盛り込んだ。また、業績

評価の結果及び評価により指摘された事項の改善策については、ホームページで

公表した。 

③業績評価委員会の評価結果に基づく業務運営への反映 

【平成１６年度】 

・機構の財務状況等について国民の理解が浸透していない。このような情報につい

て積極的な情報提供に取り組むことが必要であるとの業績評価委員会の指摘を踏

まえ、機構の財務状況について、決算終了後、速やかにホームページで公開し、

国民に対する情報提供を実施 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

【平成１７年度】 

・組織の目的を実現するためには、バランス・スコアカードなど現在の取組を継続

し、目標等の共有化に努めることが必要との業績評価委員会の指摘を踏まえ、バ

ランス・スコアカードについて掲載した職員向け広報誌や各種会議・研修等を通

じて目標等に対する理解度の一層の向上に努めた。 

【平成１８年度】 

・医療安全の推進のために、ヒヤリハット（インシデント報告）報告書の提出の励

行について徹底していくことが必要との業績評価委員会の指摘を受け、全労災病

院において全職員を対象にした医療安全のための研修会等を実施し、更に医療安

全対策の知識の向上と意識の定着を図った。 

【平成１９年度】 

・医業未収金のうち、特に「個人未収金」にあっては、医療機関の経営を脅かすな

ど社会問題化してきている。労災病院においても医業未収金の発生防止及び回収

に努力されることを期待するとの業績評価委員会の指摘を踏まえ、本部に「本部

未収金対策プロジェクトチーム」を設置し「未収金発生防止マニュアル」を作成

するとともに各病院においては院長直轄の「未収金対策チーム」の設置や「未収

金専門担当者」を配置して未収金の発生防止及び回収を図ることとした。 

【平成２０年度】 

・職員の資質向上を目的とした研修等の効果的実施、施設、職員を表彰する制度

の創設など、引き続き、職員のモチベーション向上策を講ずるべきとの業績評

価委員会の指摘を踏まえ、職員の資質向上を目的とした研修等については、研

修終了後の受講者アンケートの結果を踏まえ研修カリキュラムの見直しを図

り、より充実した研修とするとともに研修受講後は、研修で得た知識、技術等

を基に各施設において伝達研修を行うことで、研修効果の増大を図った。ま

た、施設、職員の表彰に関しては、機構の事業の発展又は評価の向上に尽力の

あった事例について感謝状等及び金品を理事長から贈呈する感謝状等贈呈要綱

などの規程を設け、職員の士気の向上を図った。 

④内部業績評価制度の定着に向けた取組 

【平成１７年度から平成２０年度まで】 

・内部業績評価制度の定着を目指し、バランス・スコアカードに対する職員の理解

度を調査（職員アンケート調査）し、理解度の低い施設に対して病院協議等にお

いて指導等を行った。 

・副院長、事務局長等の幹部職員を始めとする各職員に対して講習会を実施した。 

⑤業績評価制度による具体的改善効果 

ア 財務の視点 

キャッシュフローの改善 （単位：百万円） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

74,915  80,566 90,572  95,478  99,166

イ 利用者の視点 

患者満足度 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

78.6％ 78.9％ 78.7％ 80.6％ 82.5％ 

勤労者予防医療センター利用者からの高い評価 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

81.7％ 90.6％ 90.9％ 90.6％ 88.0％ 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

ウ 質の向上の視点 

クリニカルパス策定件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

2,163件 2,684件 3,303件 3,685件 3,619件

※２０年度においては医療の質向上の観点からの見直しにより整理・統合した

ことによる減 

エ 効率化の視点 

一般管理費の縮減 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

△3.7％ △3.4％ △3.5％ △2.1％ △3.4％

オ 学習と成長の視点 

職員満足度（理念と基本方針への共感） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

53.3％ 55.3％ 56.5％ 59.1％ 61.8％ 

職員満足度（研修・教育に対する取組） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

40.5％ 44.3％ 48.7％ 50.7％ 54.5％ 
 

 (２) 毎年度決算終了後速や

かに事業実績をホームペ

ージ等で公開することに

より、業務の透明性を高

めるとともに、広く機構

の業務に対する意見・評

価を求め、これらを翌年

度の事業運営計画へ反映

させることを通じて、業

務内容の充実を図る。 

(２) 業務実績の公表 

【平成１６年度】 

・広く機構の業務に対する意見・評価を求めるためホームページに業務実績を公開し

た。 

【平成１７年度】 

・業務実績をホームページで公開するとともに、意見・評価を求め易くするため、ホ

ームページに「当機構の業務実績に対するご意見の募集について」のページを設け

た。 

【平成１８年度から平成２０年度まで】 

・引き続き業務実績をホームページで公開し、メールにて届けられた意見について

は、翌年度の業務運営に反映させるとともに、質問者に対して回答を行った。 
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評価シート（ ４） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

         

２ 療養施設の運営業務 ２ 療養施設の運営業務 ２ 療養施設の運営業務 Ｂ 

3.45 

Ｓ 

4.91 

Ｓ 

4.67

Ｓ 

4.56

Ｓ 

4.50

Ａ 

4.42 

(１) 勤労者医療の中核的役

割の推進 

(１) 勤労者医療の中核的役

割の推進 

(１) 勤労者医療の中核的役割の推進       

中期目標期間の初年度

に、勤労者医療に関する

臨床研究機能、予防活動

機能、地域支援機能を集

約するとともに、各機能

を組織的・計画的に推進

すること。 

勤労者医療に関する臨

床研究機能、予防活動機

能、地域支援機能を集約

し、各機能を組織的・計

画的に推進するため、次

のとおり取り組む。 

中期目標期間の初年度である平成１６年度に全国３２の労災病院において、勤労者予

防医療センター、労災疾病研究センター（室）、地域医療連携室の各機能を集約し勤労

者医療総合センターを設置、勤労者医療の中核的役割を推進する体制を整備した。 

なお、特に平成１７年に発生したアスベスト問題に対しては、社会的要請に対応すべ

く以下のとおり取り組んだ。 

【平成１７年度】 

・平成１７年に発生したアスベスト問題に迅速に対応し、アスベスト関連疾患の診

断・治療及び症例の収集を行う医療機関として、２３の労災病院にアスベスト疾

患センターを設置、労災指定医療機関等の支援を行った。また、「粉じん等呼吸

器疾患分野」の研究者が中心となり、独立行政法人産業医学総合研究所の研究者

等からの協力を得て、実地医家向けに診断方法等を解説した「アスベスト関連疾

患日常診療ガイド」を発刊した（平成１８年２月）。総発行部数１０，０００部

（平成１８年５月現在）。 

【平成１８年度】 

・平成１７年度に引き続き、アスベスト問題に積極的に対応するため、労災疾病等

研究開発普及事業においては、従来の１２分野に加え、アスベスト関連疾患分野

を新たに立ち上げ、アスベスト関連疾患に係る多くの診療実績を有する岡山労災

病院を中核病院（アスベスト関連疾患研究センターの設置）として位置付け、新

たに２つの研究テーマ「良性石綿胸水の診断と治療に関する調査研究」「石綿

（アスベスト）ばく露者における石綿肺がん及び中皮腫の早期診断法の確立」に

着手した。 

【平成１９年度】 

・平成１９年度は、早期発見によるアスベストばく露者の救命という社会的要請に

積極的に対応するため、早期診断の指標としての胸水中の癌抑制遺伝子のメチル

化を検討するなど研究の一層の進展を図った。また、引き続きアスベストばく露

による肺がん症例（平成１８年度累計６６例→平成１９年度累計１２６例）を集

積し解析を行い、中皮腫１３２例及び良性石綿胸水４５例と合わせて、３つのア

スベスト関連疾患の臨床像を明らかにした。 

【平成２０年度】 

・平成２０年度は、研究で得られた成果を研修会等で普及を図るとともに、国内外

の学会への論文の投稿等広く情報を発信した。また、実地医家に対して早期診断

発見率の向上のポイントとして「アスベスト関連疾患早期発見・診断の手引き－

中皮腫の早期発見率の向上をめざして－」を作成した（初版３，０００部発

行）。 

      

① 労災疾病に係る研

究・開発及びその成果

の普及の推進 

① 労災疾病に係る研

究・開発及びその成果

の普及の推進 

① 労災疾病に係る研究・開発及びその成果の普及の推進       

産業活動に伴い、依

然として多くの労働災

害が発生している疾

病、又は産業構造・職

場環境等の変化に伴

中期目標に示された

１３分野毎に別紙のと

おり研究テーマを定め

るとともに、研究・開

発、普及の効果的な推

平成１６年度から平成２０年度までの労災疾病等１３分野に係る研究・開発、普及 

【平成１６年度】 

・各分野ごとに中核病院を定め、労災疾病研究センターを設置し、それぞれの

分野毎に主任研究者、分担研究者を選任して研究開発計画を策定した。 

【平成１７年度】 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

い、勤労者の新たな健

康問題として社会問題

化している疾病につい

て、別紙の１３分野の

課題に応じて研究の方

向性を定め、労災疾病

に係るモデル医療やモ

デル予防法の研究・開

発、普及に取り組むこ

と。 

また、労災疾病に係

る研究・開発、普及に

当たっては、各労災病

院が有する臨床研究機

能を集約して各分野毎

に中核病院を選定し、

各労災病院間のネット

ワークを活用して取り

組むこと。 

進を図るため、次のよ

うな取組を行う。 

・各分野とも、研究課題に応じた臨床データ等を集積するとともに、その評

価・分析を行った。 

【平成１８年度】 

・各分野の中間報告において１８の知見が報告され、その内成果物として１６

冊の冊子を作成した。 

【平成１９年度】 

・各分野の研究報告書１５冊に加え、診療ガイドブック等冊子１９冊を作成し

た。 

【平成２０年度】 

・労災疾病等１３分野医学研究開発普及計画書に基づき、各分野の研究成果を

普及すべく学会２５１件（国内２２３件、国外２８件）に参加した。また、

ガイドブック等２冊を作成した。 

なお、各分野の研究・開発及びその成果の主な普及は以下のとおり。 

「勤労者のメンタルヘルス分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１８年度】 

・多忙なため受診が困難な勤労者が、時間等の制約を受けずに手軽に利用で

きるメンタルヘルスチェックシステムを確立した。 

【冊子】インターネットによるメンタルヘルスチェックと精神保健指導

の有用性に関する実証的研究－多忙な労働者が、いつでも、ど

こからでも利用可能なシステムの確立－ 

・うつ病の客観的診断法は現在のところ確立していなかったが、研究の結

果、脳血流によるうつ病像の客観的評価法についての知見を得た。 

【冊子】脳血流99mTc-ECD SPECTを用いたうつ病像の客観的評価法の研究開

発－脳の画像によるうつ病像の客観的評価法の開発－ 

【平成１９年度】 

・開発したインターネットによるメンタルヘルスチェックシステムがメンタ

ル不調者の発見のためのスクリーニング法として有用であることが判明し

た。 

【冊子】インターネットによるメンタルヘルスチェックと精神保健指導の

有用性に関する実証的研究－多忙な労働者が、いつでもどこから

でも利用可能なシステムの確立－《第２報》 

・うつ病では左前頭側頭部等で脳血流の低下が認められ、寛解期には回復す

ること、さらに疲労蓄積により右側頭葉下面等に血流量低下が認められる

ことを明らかにした。 

【冊子】脳血流99mTc-ECD SPECTを用いたうつ病像の客観的評価法の研究開

発－脳の画像によるうつ病像の客観的評価法の開発－《第２報》 

【研究報告書】勤労者におけるメンタルヘルス不全と職場環境との関連の

研究及び予防・治療法の研究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・MENTAL-ROSAIを用いたインターネットによるメンタルヘルスチェックが、

事業場を対象としても簡便な方法として有用なことを明らかにした。 

・スクリーニングのための脳血流99mTc-ECD SPECTを用いたうつ病像の客観的評

価法により、うつ病では左脳（前頭、頭頂部など）で血流の低下が認めら

れ、寛解期には回復することから、うつ病の診断の補助的診断法として日
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

常診療に有効なことを明らかにした。また、疲労蓄積により、右前頭葉に

も血流低下が認められることを明らかにした。 

【冊子】うつ病の脳はブルー 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「労働者のうつ、疲労と脳SPECT画像」（平成２０年１２月６日に第１６

回日本産業ストレス学会で発表）ほか国内７件 

【論文】 

「実地医家に必要なメンタルヘルスの知識 臨床と研究 85:1-5,2008」

ほか和文４件 

【講演会】 

「ワークライフバランスとメンタルヘルス」（平成 

２１年２月２６日に日本社会経済生産性本部主催ワークライフバランス研

修会で講演）ほか２１１件 

「騒音、電磁波等による感覚器障害分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１８年度】 

・糖尿病網膜症労働者の就業続行を可能にするためのソーシャルサポートの

必要性を明らかにした。 

【冊子】網膜硝子体疾患による急性視力障害に対する治療法の研究開発－

糖尿病網膜症の労働者の視力保持のために－ 

【平成１９年度】 

・視力障害を引き起こす可能性のある糖尿病の労働者について、糖尿病網膜

症に対する硝子体手術前後のＱＯＬの変化と雇用状況について更に調査を

実施、術後視力が改善しても、復職が困難であることを明らかにした。 

【冊子】網膜硝子体疾患による急性視力障害に対する治療法の研究開発－

糖尿病網膜症の労働者の視力保持のために－《第２報》 

【研究報告書】職場のストレスによる網膜症に対する急性視力障害の予

防・治療法の研究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・糖尿病の労働者では、就業継続のため、治療に専念出来ない。そのため、

糖尿病網膜症による視力低下が進行し、失職してしまう。一度、失職する

と、手術により視力が回復しても復職できないことが判明。この就業と治

療のジレンマを解決するためには、主治医と職場との情報交換のための新

たな協力体制が必要なことを明らかにした。 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「Improvements in health-related quality of life after vitrectomy 

in patients with diabetic retinopathy」（平成２０年１１月１３日に第

２０回アメリカ眼科学会で発表）ほか国内１２件、国外２件 

【論文】 

「糖尿病網膜症の硝子体術前後におけるquality of lifeの変化 日本眼

科学雑誌 112:141-147,2008」ほか和文６件 

【講演会】 

「Transconjunctival vitrectomy of PVR」（平成２１年１月７日にジャ
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

パン・サージカル・アドバイザリー・コミッティーで講演）ほか１４件 

「業務の過重負荷による脳・心臓疾患（過労死）分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度及び平成１８年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１９年度】 

・過労死につながる可能性のある脳血管障害、虚血性心疾患などの発症につ

いて、時間外労働時間等の量的負荷のほか、自覚的労働負荷など質的負荷

を評価することにより、その関連を明らかにした。 

・年間の残業時間を５００時間で分けた場合のメタボリックシンドローム及

び予備群発症のオッズ比を検討すると、残業時間が５００時間を越える

と、４０歳未満及び４０歳から４４歳までの群でメタボリックシンドロー

ムのリスクが増大することを明らかにした。 

【冊子】勤労者の残業時間とメタボリックシンドローム保有状況の関係に

ついての調査研究－メタボリックシンドロームの発症要因として

の長時間労働－ 

【研究報告書】業務の過重負担による脳・心臓疾患の発症の実態及びその

背景因子の研究・開発、普及 

【平成２０年度】 

 ・長時間労働とメタボリックシンドローム発症との関係について、国内外の

学会、論文、講演により普及した。 

【冊子】仕事の過重な負担による脳や心臓の病気（過労死）の発生を防ぐた

めに－職業性ストレスの重要性－ 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「年間５００時間を超える残業時間はメタボリックシンドロームのリスク

を増す－過重労働と動脈硬化の関係－」（平成２０年６月１７日に平成２０

年第２２回国際高血圧学会で発表）ほか国内１４件 

【講演】 

「勤労者「過労死」につながる脳・心疾患の発症を予防するために」

（平成２１年２月５日に兵庫産業保健推進センター主催産業保健セミナー

で講演）ほか４件 

「アスベスト関連疾患分野」 

【平成１７年度】 

・研究開発計画作成、臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１８年度】 

・全国の労災病院のアスベストばく露による中皮腫症例を１３２例集積し解

析を行い、我が国のアスベストばく露による中皮腫の臨床像を明らかにし

た。 

【冊子】我が国における中皮腫の臨床像―労働者健康福祉機構・労災病院

グループ自験症例１３２例のまとめ― 

・全国の労災病院のアスベストばく露による肺がん症例を６６例集積し解析

を行い、我が国のアスベストばく露による肺がんの臨床像を明らかにし

た。 

【冊子】我が国における石綿ばく露による肺がんの調査研究―労災病院グ

ループ自験症例６６例の臨床像― 

・全国の労災病院のアスベストばく露による良性石綿胸水症例を４５例集積
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

し解析を行い、我が国のアスベストばく露による良性石綿胸水の臨床像を

明らかにした。 

【冊子】我が国における良性石綿胸水の診断と治療に関する調査研究―労

災病院グループ自験症例４５例の臨床像― 

・アスベスト関連疾患の診断と治療のため、一般医師の日常診療にも役立つ

ガイドブックを作成・発行した。 

【冊子】アスベスト関連疾患日常診療ガイド―アスベスト関連疾患を見逃

さないために― 

【平成１９年度】 

・全国の労災病院のアスベスト関連疾患の症例数を更に増やして、中皮腫２

２１例、アスベストばく露による肺がん１３５例、良性石綿胸水４９例の

自験症例についての病態を検討し、我が国におけるこれらアスベスト関連

疾患の最終的な臨床像を明らかにした。 

【冊子】我が国における石綿ばく露による中皮腫の調査研究－労災病院グ

ループ自験症例２２１例の臨床像－《第２報》 

【冊子】我が国における石綿ばく露による肺がんの調査研究－労災病院グ

ループ自験症例１３５例の臨床像－《第２報》 

・アスベスト関連疾患の診断治療に役立つ、呼吸器専門医向けのハンドブッ

クを作成・発行した。 

【出版物】胸膜中皮腫診療ハンドブック 

・早期診断の指標としての胸水中の癌抑制遺伝子のメチル化（不活化）を検

討、アスベスト関連疾患の早期診断に有用であることを明らかにした。 

【研究報告書】アスベストばく露によって発生する中皮腫等の診断・治

療・予防法の研究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・明らかにした中皮腫、石綿肺がん、良性石綿胸水の臨床像について、医療

の最前線の実地医家向けに講演などにより啓発活動を行った。さらに、国

内外の学会発表、論文を通して研究成果を普及した。 

・胸水の癌抑制遺伝子メチル化を更に検討することにより、アスベストばく

露によって発症する胸膜中皮腫や良性石綿胸水と肺がん（腺癌）、結核性

胸膜炎との鑑別が可能であることを明らかにした。 

・根治手術可能なStageⅠ及びⅡでの早期発見例を増やすため、実地医家向け

に早期発見のための手引を発刊した。 

【出版物】アスベスト関連疾患早期発見・診断の手引－中皮腫の早期発見

率の向上をめざして－ 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「Incidence of interstitial lung diseases among malignant 

mesothelioma patients」（平成２０年４月１３日に米国癌学会（AACR）で

発表）ほか国内７９件、国外１６件 

【論文】 

「Aberrant promoter hypermethylation in serum DNA from patients 

with silicosis. Carcinogenesis  29:1845-1849,2008」ほか和文４８

件、英文１１件 

【講演会】 

「アスベストによる健康障害と労災補償」（平成２０年１０月３日に愛

知県医師会主催日本医師会認定産業医研修会で講演）ほか５４件 

「高・低温、気圧、放射線等の物理的因子による疾患分野」 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１８年度】 

・理・美容師の職業性接触皮膚炎防止に用いている理・美容製品についての

パッチテストが有効であることを明らかにした。 

【冊子】理・美容師の職業性接触皮膚炎－宮城県における理・美容師につ

いてのフィールドワークからの報告－ 

【平成１９年度】 

・理・美容師の接触皮膚炎の原因となっている理・美容製品に加えてその成

分についてもパッチテストを施行して、原因を明らかにし、皮膚炎を軽減

させる等予防法を確立した。 

【冊子】理・美容師の職業性接触皮膚炎－宮城県における理・美容師につ

いてのフィールドワークからの報告－《第２報》 

【研究報告書】職業性皮膚障害の外的因子の特定に係る的確な診療法の研

究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・理・美容師の接触皮膚炎の原因となっている理・美容製品を、多数例につ

いてパッチテストを用いて検討したところ、染毛剤、シャンプー、パーマ

液などに陽性が認められた。 

・さらに成分パッチテストを施行したところ、パラフェニレンジアミン、パ

ラアミノアゾベンゼン、赤色２２５号などに陽性例が認められた。 

・「パッチテストで陽性に出た製品を他のものに変更したら、手荒れが完治

した」とのアンケート結果が得られた。 

・平成２１年４月「理美容のシャンプー、コールドパーマー液等の使用によ

る接触皮膚炎」を議題とする「労働基準法施行規則第３５条専門検討会」

が開催され、本研究成果が資料として使用された。 

【冊子】理・美容師の手あれ予防ガイドブック 

（１，０００冊作成。開業医、理・美容組合などに約６００冊配

布） 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「①理・美容師の職業性接触皮膚炎に関するアンケート調査、②理・美

容師の職業性接触皮膚炎におけるパッチテスト成績」（平成２０年９月２

０日に第７２回日本皮膚科学会東部支部学術大会で発表）ほか国内６件 

【講演会】 

「職業による皮膚病」（平成２０年１１月１６日に日本臨床皮膚科医会

主催第１８回ひふの日の催しで講演）ほか１件 

「働く女性のためのメディカル・ケア分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１８年度】 

・夜間労働による不規則な月経周期の発生機序に、血中メラトニンが関与し

ていることを明らかにした。 

【冊子】女性の深夜・長時間労働が内分泌環境に及ぼす影響に関する研究
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

－労働が女性ホルモン分泌に与える影響の解明を目指して－ 

【平成１９年度】 

・女性特有の月経痛、更年期障害が働く女性のＱＯＬを低下させていること

を明らかにした。 

・労働により、血中コルチゾール値が低下することを明らかにした。 

【冊子】女性の深夜・長時間労働が内分泌環境に及ぼす影響に関する研究

－労働が女性ホルモン分泌に与える影響の解明を目指して－《第

２報》 

・女性が安心して働くための予防医学と診療体制の確立を図るため、女性外来

の新しいモデル・システムを提案した。 

【研究報告書】女性の疾患内容と就労の有無並びに労働の内容との関連に

ついての研究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・多数例の勤労女性の検討から、勤労女性では、月経痛が７７％に認めら

れ、そのうち３７％では鎮痛剤を必要とするほど強いこと、月経痛及び月

経痛症候群が有意にQWL(Quality of Working Life)を低下させているこ

と、また、更年期障害も２０～６０歳の約２４％の女性に認められ、QWLを

有意に低下させていることを明らかにした。 

・女性の深夜・長時間労働が内分泌環境に及ぼす影響に関する検討で、看護

師では、夜間労働により不規則な月経周期を示す例が多いことの機序解明

のため、内分泌ホルモンの夜間労働による変動を検討し、夜の暗闇による

血中メラトニンの上昇が、夜間明るい所で働くため、上昇していないこと

を明らかにした。 

・女性外来におけるアンケート調査から、受診した女性の疾患が、産婦人

科、精神科、内科、泌尿器科、乳腺、肛門と非常に多分野にわたることが

判明、女性外来のモデル・システムの構築に当たっては、担当医には、多

分野の疾患に対応できる「総合性」が必要なことを明らかにした 

【冊子】月経関連障害、更年期障害が働く女性のQWLに及ぼす影響に関する調

査研究 

【冊子】女性外来のモデル・システムの開発－女性外来に関するアンケート

調査からの報告－ 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「Suppressive effect of daily work on plasma concentrations of 

cortisol and PRL」（平成２０年６月１５日に第３０回アメリカ内分泌学

会で発表）ほか国内４件 

【論文】 

「労災病院における女性外来のモデル・システム構築 医学のあゆみ 

227:610-612, 2008」 

【講演会】 

「女性の健康力とその支援～女性外来の現状と展望～」（平成２１年１

月２２日に㈶女性労働協会主催「見つけよう！私のワーク・ライフ・バラ

ンス」で講演）ほか２２件 

「化学物質の曝露による産業中毒分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

【平成１８年度】 

・総計１，２６１物質に及ぶ有害化学物質のデータベースを作成し、情報検

索を可能にした。 

【平成１９年度】 

・プロテオミクスによる感作性物質の曝露評価法の開発について、in vitro

の検討を行った。グルタルアルデヒド(GA)とヒトアルブミン(HSA)をin 

vitroで反応させ、GAの結合サイトの一部を明らかにした。 

・シックハウス症候群(SHS)・化学物質過敏症(MCS)の鑑別診断法として心理

テスト(STAI・POMS)が使用できることを明らかにした。 

【研究報告書】化学物質の曝露による産業中毒 

・有害化学物質のデータベースを充実させるため、１５０の物質を追加・公

開し、総計１，４１１物質とした。 

【リーフレット】産業中毒化学物質情報 

【研究報告書】（１）有害物質とタンパク質との因果関係を明らかにする

ことによる迅速・効率的な診断法の研究・開発、普及 

（２）シックハウス症候群の臨床的研究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・旧日本軍の化学兵器処理作業者のヒ素曝露の評価法を確立するため、ジフ

ェニルアルシン酸（DPAA）などの有機ヒ素化合物について、HPLC-ICP-MSに

よる尿中排泄されるヒ素化合物の形態別分析法を確立し、職業性曝露のな

い日本人の正常値を明らかにした。また、ヒ素化合物が多量に含まれてい

る海草のひじきを摂取することによる尿中ヒ素化合物の変化についても検

討したところ、ひじきの摂取により、ヒ素中毒患者の尿中排泄量に匹敵す

る値が得られ、ひじき摂取によるヒ素中毒発生の可能性が明らかになっ

た。 

・樹脂系の溶剤として使用量が増加しているN-メチル-2-ピロリドン（NMP）

の生物学的モニタリング法について、代謝物であるメチルスクシンイミド

（MSI）、NMP、および2-水酸化メチルスクシンイミド（2-HMSI）の同時測

定法（FPD-GC法）を開発した。 

・プロテオミクスによる曝露評価法について、血中に多量に、しかも長期に

わたり存在するヘモグロビンアダクトの検討を行い、これまでの尿中代謝

産物の測定に比べ、有害物質の曝露から長時間経過後にも有効な曝露指標

として報告した。 

・医療器具の殺菌消毒剤グルタルアルデヒド（GA）の代替品であるオルトフ

タルアルデヒド（OPA）について、気道症状を示す世界で初めての医療従事

者における中毒例を発見し報告した。さらに、環境調査を実施して、内視

鏡洗浄室内のOPAの気中濃度を測定したところ、高濃度の値が得られた。そ

こで、OPAを取り扱っている職員を対象に定期外健診を施行したところ、２

４％に眼症状、気道症状などを認めた。これらの結果から、OPAの使用に際

しては、個人保護具の装着と局所性排気装置をつけた自動洗浄機の設置が

必要なことを明らかにし、報告した。 

・ピレスロイド系農薬曝露の影響指標として、血中ペルメトリンの測定法を

開発した。 

・産業中毒センターのホームページに、約８００物質について法的規制や毒

性情報などの検索画面を作成し、許容濃度等の情報を毎年更新し、提供し

た。 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

「Validation of urinary total arsenic determination and  

comparison with speciation analysis」（平成２０年５月２１日に第２回

国際ヒ素学会で発表）したほか国内３３件、国外３件 

【論文】 

「Development of analytical procedure to confirm toxic 

methylation of dimethyltin to trimethyltin in human. J Chromatogr B 

 868:116-119, 2008」ほか和文２８件、英文３件 

【講演会】 

「アレルギーを引き起こす事が懸念される職場の新しい化学物質」（２

０年６月２４日に日本産業衛生学会主催第８１回産衛会で講演）ほか４件 

「職場復帰のためのリハビリテーション分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１８年度】 

・脳梗塞患者のリハビリテーションにおける職場復帰を促進する因子を解明

した。 

【冊子】早期職場復帰を可能にする各種疾患（特に脳血管障害）に対する

リハビリテーションのモデル・システムの研究・開発－Phase1勤
労世代（労働年齢）における脳血管障害の発症要因の特性－ 

【平成１９年度】 

・さらに脳梗塞患者に対する職場復帰を促進する因子を検討し、新しいモデ

ル・システムを提案した。 

【冊子】早期職場復帰を可能にするリハビリテーションのモデル・システ

ムの研究開発－脳血管障害就労者の早期職場復帰を目指して－ 

【研究報告書】早期職場復帰を可能にする各種疾患に対するリハビリテー

ションのモデル医療の研究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・リハビリ開始までの期間が短いほど、入院までの期間が短いほど、在院日

数が短いほど、リハビリ開始時及び退院時の食事、移動などの機能

（Barthel Index）や全身状態（Modified Rankin Scale）が良いほど、退

院時の認知度（Mini-Mental State Examinationでチェック）が良いほど、

MSW(Medical Social Worker)と面談開始の時期が早いほど、職場復帰可能

例が多いことを明らかにした。 

・したがって、職種、リハビリ開始時までの期間、リハビリ開始時の身体機能

や全身状態などを検討することにより、退院後の職場復帰の可能性の予測が

可能となること、リハビリ開始時より、主治医が職場と連絡をとり、職場復

帰の可能性についての情報を伝えることにより、職場復帰を促進することが

できることを明らかにした。 

【冊子】職場復帰のためのリハビリテーション（症例集・業績一覧） 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「脳血管障害における職場復帰の要因－早期職場復帰のモデル・システム

構築を目指す研究から－」（平成２０年４月６日に第４５回日本リハビリテ

ーション医学会で発表）ほか国内４件 

【論文】 

「脳卒中患者の復職における産業医の役割 日本職業・災害医学会会誌 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

57:29-38,2009」ほか和文１件 

【講演会】 

「脳卒中患者の職場復帰」（平成２０年１０月３０日に産業医科大学主

催第２６回産業医科大学学会総会で講演）ほか１件 

「せき髄損傷分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１８年度】 

・頚椎ドックの結果を解析することで、早期発見・早期治療を可能とするＭ

ＲＩによる頚部脊柱管狭窄症の診断基準を定めた。 

【冊子】非骨傷性頚髄損傷予防法と早期治療体系の確立－MRIによる日本

人の頚椎・頚髄の標準値の設定、頚椎ドックに於ける新しい取り

組み－ 

【平成１９年度】 

・さらに各年代の正常者に対し頚椎ドックを施行し、MRI上の頚椎、頚髄の加

齢による変化を検討したところ、脊柱管前後径、硬膜管前後径、脊髄前後

径、脊髄面積は加齢と共に縮小、硬膜内脊髄占拠率は加齢と共に増加する

こと、また、頚髄の神経学的所見としての「手指１０秒テスト」及び「１

０秒足踏みテスト」も加齢と共に低下することが明らかとなった。 

【冊子】非骨傷性頚髄損傷予防法と早期治療体系の確立－MRIによる日本人

の頚椎・頚髄の標準値の設定、頚椎ドッグに於ける新しい取り組

み－《第２報》 

【研究報告書】非骨傷性頸髄損傷の予防法と早期治療体系の確立に係る研

究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・頚椎、頚髄の加齢による変化、高齢労働者では、頚部脊柱管狭窄症の頻度が

増加し、手足の運動機能も低下していること、頚椎の過伸展による業務上の

非骨傷性頚髄損傷を引き起こす可能性が強いこと等について、国内外の学会

発表、論文、講演を行い成果を普及した。 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「10 second step test as a quantifiable parameter of cervical 

myelopathy-date from 163 patients and 1204 normal controls」（平成

２０年 

１２月に２００８年国際頚椎学会で発表）ほか国内８０件、国外２件 

【論文】 

「“Ten second step test”as a new quantifiable parameter of 

cervical myelopathy. Spine 34:82-86, 2009」 

「身体への過度の負担による筋・骨格系疾患分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１８年度】 

・職場における腰痛の発症要因として、従来考えられていた作業姿勢、作業

動作、作業環境に加えて、新たな要因として、心理・社会的要因も関与し
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

ていることが明らかになった。 

【冊子】勤労者の腰痛の実態－職場における心理・社会的要因の関与－ 

【平成１９年度】 

・さらに追跡調査を行い職場における腰痛の発症要因として、作業姿勢、作

業動作、作業環境に加えて、心理・社会的要因も関与していることを確認

した。 

【冊子】勤労者の腰痛の実態－職場における心理・社会的要因の関与－

《第２報》 

【研究報告書】職業性腰痛、頸肩腕症候群の効果的な予防法（再発防止を

含む）、診断法の研究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・腰痛の仕事との関連要因を検討してみると、作業姿勢では、力仕事への従

事、中腰などの不自然な姿勢、立位姿勢、車輌運転の順に、その業務時間

が長いことと有意な関連を明らかにした。 

・作業動作では、物や人の持ち上げ、下ろし、腰の捻り、前かがみ、平行移

動、押し、引き、運びなどの動作及び歩行などの時間の長いことと有意な

関連を明らかにした。 

・作業環境では、蒸し暑い、狭く窮屈、足場が不安定、照明が暗い、段差・

障害物が多い、寒い、音や声がうるさい、ゆれや振動などの環境で作業し

ている時間の長いことと有意な関連を明らかにした。 

・心理、社会的要因では、仕事のストレス要因として、自覚的な身体的負担

度が強い、職場環境によるストレスが多い、働きがいが低い、感じている

仕事の適正度が低い、仕事のコントロール度が低い、職場の人間関係での

ストレスが強い、心理的な仕事の負担（量・質）が多いことと有意な関連

を明らかにした。 

・さらに、仕事に支障をきたす腰痛の新規発生を、２年間にわたり追跡調査

した結果、発生率は３．９％であり、新規発生の要因としては、腰痛既

往、持ち上げ動作、単調作業等があることを明らかにした。 

・また、腰痛の過去１年間の慢性化を検討してみると、慢性化率は 

１７．５％であった。慢性化の要因としては、不規則な勤務体制、仕事の

満足度や仕事のコントロール度が低いこと等を明らかにした。 

・したがって、得られたこれらの知見から、職場での腰痛の発症要因として

は、従来考えられていた作業姿勢、作業動作、作業環境に加え、新たな要因

として、心理・社会的要因も関与していることを明らかにし、学会、論文で

発表した。 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「勤労者における「仕事に支障をきたす非特異的腰痛」新規発生の危険因

子の探索」（平成２０年５月２２日に第８１回日本整形外科学会で発表）ほ

か３件 

【論文】 

「勤労者における仕事に支障を来す腰痛の関連要因の探索的検討 臨床

整形外科 44:263-268,2009」ほか２件 

「粉じん等による呼吸器疾患分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

【平成１８年度】 

・石炭鉱山、金属鉱山、窯業、トンネル工事等によるじん肺画像の選定を行

い、じん肺専門医に加えて広く実地医家の日常診療にも役立つ各粉じん作

業別のじん肺症例集を作成した。 

【冊子】画像で診る今日の職業別じん肺症例選集 

・専門医であっても困難であった胸膜プラークのＣＴ３次元表示法による画

期的な診断法を確立し、診断精度を飛躍的に向上させた。 

【冊子】診断精度を向上させた新しい画像診断法の開発－ＣＴ３次元表示

法による胸膜プラークの画期的診断法－ 

・発見が極めて困難であったじん肺所見を有する者の肺がん診断法を確立

し、精度を向上させた。 

【冊子】診断精度を向上させた新しい画像診断法の開発－経時サブトラク

ション法によるじん肺合併肺がんの診断法－ 

【平成１９年度】 

・新たなじん肺の胸部レントゲン所見の普及を図るため、実地医家向けに易

しく解説した「画像で診る今日のじん肺症例選集」を作成した。 

【冊子】画像で診る今日のじん肺症例選集 

・過去に発症したじん肺の症例に、新たに発生した肺がんの所見を初期段階

で発見するための「経時サブトラクション法」及び「FDP-PETとMET（メチ

オニン）-PETの腫瘍組織放射能比によるじん肺結節と肺がんとの鑑別法」

を確立した。 

【冊子】新たな画像診断法 経時サブトラクション法 

【冊子】新たな画像診断法 じん肺におけるFDG,MET-PETの研究 

・石綿ばく露の医学的所見である胸膜プラークのＣＴ３次元表示法の症例を

更に集積して、胸膜プラークの進展状態の把握や肋間静脈との鑑別が可能

であることを証明した。 

【冊子】新たな画像診断法 胸膜プラークの胸壁３Ｄ表示 

【研究報告書】じん肺に合併した肺がんのモデル診断法の研究・開発、普

及 

【平成２０年度】 

・全国の労災病院で最近経験した、多数例のじん肺症例の胸部所見、特に最

近増加している溶接、歯科技工によるじん肺所見について、学会発表、論

文、講演等により普及した。 

・じん肺に併発した肺がんの早期診断法としての経時サブトラクション法の

日常診療における有用性を明らかにした。 

・FDGとMET-PETを併用することにより、じん肺結節と肺がんとの鑑別が可能

であることを多数例で証明し、PETによる両者の鑑別を可能とした。 

・石綿ばく露の医学的所見である胸膜プラークのＣＴ３次元表示法に成功

し、胸膜プラークの進展状態の把握や肋間静脈との鑑別を正確に診断する

ことを可能とし、診断精度を向上させた。 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「職業性呼吸器悪性腫瘍」塵肺合併肺癌（平成２０年１１月１３日に第

４９回日本肺癌学会総会で発表）ほか国内９件 

【論文】 

「特集 職業性肺疾患の今日的課題 職業性肺疾患における労災病院の

貢献と今後の課題 呼吸 27:577-580,2008」ほか和文１９件 

【講演】 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

「じん肺エックス線写真読影の実際」（平成２０年 

１０月１３日に産業医学振興財団主催産業医専門講習会で講演）ほか４５

件 

「四肢切断、骨折等の職業性外傷分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１８年度】 

・重度手指外傷の受傷時のスコアから、最適な治療計画策定に必要な将来の

機能回復の程度や現職復帰の予測を可能とする診断法を開発した。 

【冊子】上肢の重度障害に対する治療法についての調査研究と治療法の検

討－受傷労働者の円滑な職場復帰を目指して－ 

【平成１９年度】 

・多数指の切断に対しては「異所性再接着」を、また母指切断に対して母趾

を移植する「ＷＡＦ法」を実施した症例で、術後の手の機能に関して、同

じ指を再接着した例との間に有意差がないことを明らかにした。 

【冊子】上肢の重度障害に対する治療法についての調査研究と治療法の検

討－受傷労働者の円滑な職場復帰を目指して－《第２報》 

【研究報告書】職業性の挫滅損傷及び外傷性切断に対する再建術及び手術

後の可動範囲拡大についての研究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・これまで得られた成果、同じ指を再接着した症例では、受傷時のHISS

（Hand injury Severity Score、重症度スコア）が高いほど、手術後の機

能回復の程度が悪化すること、また、HISSが高いほど原職復帰が難しくな

ること、異所性再接着や母指切断に対し母趾を移植する「Wrap Around 

Flap（WAF）法」でも、同じ指を再接着した例と同様の結果が得られること

等について、国内外の学会発表、論文、講演を通して啓発活動を行った。 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり 

【学会発表】 

「同側前腕からの皮弁移植による手部欠損再建-適応および術式の検討と

成績評価」（平成２０年４月１７日に第５１回日本手の外科学会で発表）ほ

か国内１０件 

【論文】 

「Predicting functional recovery and return to work after 

mutilating hand injuries:usefulness of hand injury severity score. 

Journal of Hand Surgery 34A:880-885,2009」ほか和文３件、英文２件 

【講演】 

「手指切断および不全切断における重症度および損傷形態の機能回復

ならびに職場復帰に対する影響-労災疾病等13分野研究の研究成果から」

（平成２１年２月１３日に三条労働基準監督署主催三条労働基準監督署

勉強会で講演）ほか４件。 

「振動障害分野」 

【平成１６年度】 

・研究開発計画作成 

【平成１７年度】 

・臨床データ等集積、評価・分析 

【平成１８年度】 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

・自覚症状に基づき行われている振動障害の診断について、FSBP％による客

観的診断法を確立した。 

【平成１９年度】 

・振動障害の客観的診断法としてのFSBP％を用い、レイノー現象出現時に

は、FSBP％が０であることを証明した。 

【冊子】振動障害による末梢循環障害の他覚的評価法としてのFSBP%

（Finger Systolic Blood Pressure%)－振動障害の客観的診断法

の確立を目指して－ 

【論文】「Simultaneous Observation of Zero-Value of FSBP% and 

Raynaud’s Phenomenon during Cold Provocation in Vibration 

Syndrome －J Occup Health 50:75-78,2008」 

【研究報告書】振動障害のより迅速的確な診断法の研究・開発、普及 

【平成２０年度】 

・振動障害の有用な客観的診断法としてのFSBP%(Finger Systolic Blood 

Pressure %)法の有用性について、国内外の学会発表、論文、講演を通して

普及に努めた。 

【冊子】振動障害の理解のために 

主な普及活動（平成２０年度）は以下のとおり。 

【学会発表】 

「The loci of clinical research for vibration syndrome in San-in 

Rosai Hospital」（平成２０年８月４日に第１６回日本人体振動学会で発

表）ほか６件 

【論文】 

「Multicenter study on finger systolic blood pressure test for 

diagnosis of vibration-induced white finger. Int Arch Occup Environ 

Health 81:639-644,2008」ほか和文１件、英文２件 

【講演会】 

「振動障害の新しい検査法」（平成２０年４月１９日に北海道医師会主

催講演会で講演）ほか２件 

 ア これまでの診療実

績・研究実績等を踏

まえ、１３分野毎に

中核病院を定めると

ともに、「労災疾病

等研究・開発、普及

ネットワーク」を構

築することにより、

研究テーマ毎にモデ

ル医療やモデル予防

法の研究開発に必要

な臨床データ等を全

国的・体系的に集積

する。 

ア 平成１６年度に１２分野の中核病院を、平成１８年度にアスベスト関連疾患の中

核病院を選定し、「労災疾病等研究・開発、普及ネットワーク」については、次の

とおり取り組んだ。 

【平成１６年度】 

・研究・開発に必要な臨床データ等を集積するため、各労災病院及び機構本部

間に「労災疾病等研究・開発、普及ネットワーク」を構築し、データの集積

を開始した。 

【平成１７年度】 

・各分野とも、ネットワークシステムを活用して臨床データ等を集積するとと

もに、その評価・分析を行った。 

【平成１８年度】 

・ネットワークシステムの利便性の向上等の観点から関連機器・ソフトウエア

の新規導入やシステム変更を実施し、研究者からの要望等に対して速やかな

対応を行った。 

【平成１９年度】 

・各分野においては、ネットワークシステムの活用により、データの収集・分

析等所要の作業を実施し、最終報告書を作成した。また機構本部において

は、研究・開発計画に遅れが出ないよう的確な進行管理と支援活動を実施し

た。 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

【平成２０年度】 

・各研究分野においては、「労災疾病等研究・開発、普及ネットワーク」を活

用することにより、全労災病院から研究・開発に必要な臨床データを収集

し、分析等を行うなど、所要の作業を実施し、最終報告書を作成した。ま

た、機構本部においては、研究者が効率的に研究に取り組むため、ネットワ

ークシステムの随時の改修、必要な機器の整備等、研究環境の整備に努める

とともに、研究・開発計画に遅れが出ないよう的確な進行管理と支援活動を

実施した。 

 イ 研究開発されたモ

デル医療等の円滑な

普及を図るため、次

のような取組を行

う。 

イ 研究開発されたモデル医療等の円滑な普及を図るため、次のとおり取り組ん

だ。 

研究成果の普及については、「労災疾病等１３分野医学研究開発成果普及計画

検討委員会」で承認された、各分野が策定した「労災疾病等１３分野医学研究開

発成果普及計画書」に基づき効果的、効率的に実施した。また、普及事業につい

ては、機構本部と各労災疾病研究センターが連携を図りながら実施した。 

      

 ⅰ 医療機関等を対

象としたモデル医

療情報、事業者や

勤労者を対象とし

たモデル予防情報

などを掲載したデ

ータ・ベース（ホ

ームページ）を構

築し、中期目標期

間の最終年度にお

いて、アクセス件

数を１０万件以上

（※）得る。 

（※参考：平成

１４年度実績 

４，１２４件（産

業中毒、じん肺、

腰痛データ・ベー

ス）） 

ⅰ 各分野のデータ・ベース（ホームページ）を計画的に構築した。 

【平成１６年度】 

・身体への過度の負担による筋・骨格系疾患 

・振動障害 

・化学物質の曝露による産業中毒 

・粉じん等による呼吸器疾患 

・職場復帰のためのリハビリテーション 

・勤労者のメンタルヘルス 

【平成１７年度】 

・四肢切断、骨折等の職業性外傷 

・せき髄損傷 

【平成１８年度】 

・高・低温、気圧、放射線等の物理的因子による疾患 

・働く女性のためのメディカル・ケア 

・アスベスト関連疾患 

【平成１９年度】 

・騒音、電磁波等による感覚器障害 

・業務の過重負荷による脳・心臓疾患（過労死） 

データ・ベースアクセス件数の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

14,630件 38,260件 99,043件 130,638件 216,117件
 

      

 ⅱ 労災病院の医師

等に対してモデル

医療等に係る指導

医育成の教育研修

を実施する 

ⅱ 労災疾病等研究の知見が得られた平成１７年度より、労災病院の医師等に対

する教育研修等を実施した。 

【平成１７年度】 

・労災病院医師、臨床検査技師に対して「アスベスト関連疾患に係る講習

会」、「アスベスト小体計測検査講習会」、「振動障害に係る講習会」等

の教育研修を実施した。 

【平成１８年度】 

・平成１７年度に作成、発行した「アスベスト関連疾患日常診療ガイド」に

ついて、実地医家の要望を踏まえ、症例の更なる追加や病理所見など貴重

な情報を新たに盛り込んだ「増補改訂版」を発行（平成１８年９月）し、

初版と併せて販売部数１万２千部を達成。医療分野でのベストセラーにな

った。 

・「画像で診る今日の職業別じん肺症例選集」を作成し、厚生労働省中央じ
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

ん肺診査医及び全国４７の産業保健推進センターに配布した。 

【平成１９年度】 

・平成１９年度から普及活動に移行する振動障害分野については、労災病院

の担当医を対象として、振動障害検査機器（FSBP%）の取扱に係る実技研修

を全国５か所で延べ１０回実施した。 

・厚生労働省の委託事業である既存の研修に加え、機構独自の取組として、

じん肺健診等に携わる医師を対象に「じん肺診断技術研修」を実施した。 

【平成２０年度】 

・平成１９年度から普及活動に移行する振動障害分野については、労災病院

の担当医を対象として、振動障害検査機器（FSBP%）の取扱いに係る実技研

修を全国２か所で延べ２回実施した。 

・厚生労働省の委託事業である既存の研修に加え、減少する専門医の養成の

ため、機構独自の取組として、じん肺健診等に携わる医師を対象に「じん

肺診断技術研修」を実施（平成２０年８月２１日及び２２日）した。受講

者４８名からは、じん肺エックス線写真読影実習が充実していたなど、高

い評価を得た。 

 ⅲ 中期目標期間中

に、日本職業・災

害医学会等関連医

学会において、１

４研究・開発テー

マに関し３０件以

上（※）の学会発

表を行う。 

（※参考：研究

開発期間中と終了

時に、それぞれ１

回以上実施） 

ⅲ 労災疾病等研究の知見が得られた平成１７年度より、日本職業・災害医学会

等において、学会発表を行った。 

【平成１７年度】 

・日本職業・災害医学会において、労災疾病等研究に係るシンポジウムが設

けられ、１２分野１３研究・開発テーマについて、各研究者が発表を行っ

た。 

【平成１８年度】 

・日本職業・災害医学会において、１３分野の主任研究者等が研究成果等の

発表を行った。 

【平成１９年度】 

・国外では、アメリカ手の外科学会、国際頚椎学会、国際ストレス学会等関

連医学会等において１７の学会発表を行い、国内では、日本肺癌学会、日

本脊椎脊髄病学会、日本リハビリテーション医学会等関連医学会において 

１３分野全体で８６の学会発表を行った。 

・日本職業・災害医学会において、「労災疾病等１３分野研究の報告」と題

して、１３分野の主任研究者等が一同に会し研究成果の発表を行った。 

【平成２０年度】 

・国外では、アメリカ手の外科学会、国際頚椎学会、国際ストレス学会等関

連医学会等において２８回の学会発表を行い、国内では、日本肺癌学会、

日本脊椎脊髄病学会、日本リハビリテーション医学会等関連医学会におい

て２２３回の学会発表を行った。 

・日本職業・災害医学会においては、「労災疾病等１３分野研究の報告」と

題して、１３分野の主任研究者等が一同に会し研究成果の発表を行った。 

      

 ウ 「国の研究開発評

価に関する大綱的指

針」を踏まえ、外部

委員を含む研究評価

委員会を設置して、

各研究テーマの事前

評価を行い、以降毎

年度、中間・事後評

価を行うことで、そ

ウ 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」を踏まえ、外部委員を含む研究評価

委員会を設置、各研究テーマの事前評価、中間・事後評価の結果を研究計画の改

善に反映させた。 

【平成１６年度】 

・「国の研究開発評価に関する大綱的指針」を踏まえ、外部有識者等３１名で

構成する業績評価委員会医学研究評価部会を設置し、研究開発計画の有効

性・効率性等に関する事前評価を実施した。また、「臨床研究に関する倫理

的指針」及び「疫学研究に関する倫理的指針」を踏まえ、医学研究倫理審査

委員会を設置し、研究開発計画に対する倫理面の審査を行った。 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

の結果を研究計画の

改善に反映する。 

【平成１７年度】 

・外部委員を含む業績評価委員会医学研究評価部会を４回開催し、各分野の研

究・開発の方向性について承認を得るとともに、研究・開発の実施方法につ

いて、評価指標・解析方法等の意見・助言を得て、研究開発計画の改善に反

映した。 

【平成１８年度】 

・各研究開発計画の中間評価を行うため、２日間にわたって業績評価委員会医

学研究評価部会を開催し、研究分野ごとに研究開発計画の達成度、コストパ

フォーマンスを含めた研究開発計画の妥当性等について、外部委員等による

評価が行われ、各々の専門領域の見地から具体的な問題点や改善策が示され

た。 

【平成１９年度】 

・外部委員を含む業績評価委員会医学研究評価部会を開催し「振動障害」分野

については事後評価（達成度、研究成果の意義等）を、その他の分野につい

ては中間評価（達成度、今後の研究開発計画の妥当性等）を実施した。ま

た、本研究の成果を報告論文にまとめ、今後学会、研修会、講習会等による

発表やホームページ等の方法により情報提供等普及活動の推進に努めること

としている。 

【平成２０年度】 

・外部委員を含む業績評価委員会医学研究評価部会を平成 

２１年２月２３日及び２４日に開催し、事後評価（達成度、研究成果の意義

等）を実施した。なお、すべての分野において、普及活動として、学会、研

修会、講習会等による発表やホームページ等の方法により情報提供を行うと

ともに、第２期中期計画に基づく研究・開発、普及事業に繋げ、勤労者医療

の進歩・発展に貢献できるよう努めることとしている。 
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評価シート（ ５） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

② 勤労者に対する過労

死予防等の推進 

② 勤労者に対する過労

死予防等の推進 

② 勤労者に対する過労死予防等の推進 Ａ 

3.64 

Ａ 

4.18 

Ａ 

4.22

Ａ 

4.00

Ａ 

4.10

Ａ 

4.03 

勤労者の健康確保を

図るため、過重労働に

よる健康障害の防止、

心の健康づくり、勤労

女性の健康管理を推進

し、中期目標期間中、

勤労者の過労死予防対

策の指導を延べ２３万

人以上（※１）、メン

タルヘルス不全予防対

策の勤労者心の電話相

談を延べ５万５千人以

上（※２）、勤労女性

に対する女性保健師に

よる生活指導を延べ７

千人以上（※３）実施

すること。 

また、利用者から、

職場における健康確保

に関して、有用であっ

た旨の評価を７０％以

上得ること。 

（※参考１：平成１

４年度実績 １７，８

８７人） 

（※参考２：平成１

４年度実績 ７，８３

８人） 

（※参考３：平成１

４年度実績 ８５５

人） 

勤労者に対する過労

死予防等の推進に関し

示された中期目標を達

成するため、次のよう

な取組を行う。 

勤労者の過労死予防対策の指導人数（中期目標；230,000人以上） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

80,876人 113,672人 135,238人 157,032人 156,762 人 643,580 人

勤労者心の電話相談人数（中期目標；55,000人以上） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

12,878人 15,249人 18,580人 23,829人 24,076 人 94,612 人

勤労者女性に対する女性保健師による生活指導人数（中期目標；7,000人以上） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

2,122人 3,280人 3,884人 3,864人 3,910 人 17,060 人

利用者から職場における健康管理に関して有用であった旨の評価（中期目標；70％以

上） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

81.7％ 90.6％ 90.9％ 90.6％ 88.0％ 
 

      

ア 労働衛生関係機関

との連携や予防関連

学会等からの最新の

予防法の情報収集等

により、指導・相談

の質の向上を図る。 

ア 労働局、労働基準監督署等の労働衛生関係機関との連携を図るとともに、各種学

会等に積極的に参加し指導のスキルアップのための情報収集に努めた。 

また、平成１６年度には過労死予防等に関するノウハウをまとめた「働く人々の

生活習慣予防ノート」を作成し、平成１７年以降毎年改訂し、個別指導・講習会等

で活用している。 

平成１７年度には「生活習慣病からあなたを守る」リーフレット（３種類）、平

成１８年度には「勤労者心の電話相談事例集（ＣＤ）」を作成した。 

平成１９年度においては特定保健指導の開始を踏まえこれまでの事業で得られた

知見・エビデンスを広く社会に周知するため「メタボリック・シンドローム予防・

解消ハンドブック」の作成に着手した（平成２０年度発行）。 

平成１８年度から業務の適性を検証するために業務指導を開始し、好事例や留意

事項を取りまとめた結果概要を施設にフィードバックした。 

平成２０年度は「メタボリック・シンドローム予防・解消ハンドブック」を完成

させて発行した。 

      

イ 勤労者等の利便性

の向上を図るため、

指導・相談等の実施

時間帯の設定に配慮

する。 

イ 利用者の利便性の向上を図るため、時間外、休日での指導、講習会を企画した。

また、企業の希望に応じて出張による指導、講習会等も実施した。 

さらに、来所が困難な勤労者に対し郵送、メールによる指導も実施し、ホームペ

ージ上においても予防医療に関する情報提供を行った。 

メンタルヘルス不全予防として、２４時間対応の電子メールサポート体制を確立

して対応した。 

時間外、休日に実施した指導 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

指導回数 227件 8,799件 3,743件 3,171件 3,024 件 18,964 件

指導人数9,108人 22,238人 21,228人 23,047人 34,773 人 110,394 人

企業等へ出張して実施した講習会等 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計

指導

回数
506件 899件 542件 475件 684 件 3,106 件

指導

人数
34,514人 47,421人 24,184人 37,533人 42,307 人185,959 件
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

 ウ 利用者の満足度調

査を毎年度実施し、

結果を指導・相談内

容に反映させること

により、その質の向

上を図る。 

ウ 勤労者予防医療センター（部）の利用者に対し、指導内容、利用時間等について

満足度調査を実施した。また、平成１８年度から企業への支援を重点事項として従

業員の健康保持増進に関するニーズ調査を実施した。得られた結果を踏まえ、企業

の希望に応じた事業展開を行った。 

ニーズ調査 

 18年度 19年度 20年度 

配布件数 2,391件 3,575件 3,205 件 

回収件数 1,207件 1,302件 1,265 件 
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評価シート（ ６） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

③ 勤労者医療の地域支

援の推進 

③ 勤労者医療の地域支

援の推進 

③ 勤労者医療の地域支援の推進 Ａ 

3.73 

Ａ 

3.82 

Ａ 

3.78

Ｓ 

4.56

Ａ 

4.40

Ａ 

4.06 

労災病院において

は、地域における勤労

者医療を支援するた

め、紹介患者の受け入

れなど地域の労災指定

医療機関との連携を推

進するとともに、労災

指定医療機関を対象に

したモデル医療普及の

ための講習、労災指定

医療機関等からの高度

医療機器を用いた受託

検査を行うこと。 

また、利用した労災

指定医療機関、産業医

等から診療や産業医活

動の上で有用であった

旨の評価を７０％以上

得ること。 

労災病院において

は、勤労者医療の地域

支援の推進に関し示さ

れた中期目標を達成す

るため、次のような取

組を行う。 

地域医療連携室において以下の取組を行った結果、利用者である労災指定医療機

関等に対するニーズ調査・満足度調査（地域連携室のサービスを利用する労災指定

医療機関等の医師や産業医に対する医療情報の提供、医療水準、診察時間帯等につ

いてのアンケート調査）において、利用者から診療や産業医活動を実施する上で有

用であった（役に立った）旨の評価について各年度中期目標７０％を大きく上回る

評価を得た。これら労災指定医療機関等からの高い評価は、地域医療支援病院並び

に地域がん診療連携拠点病院の承認取得数の増加に現れている。 

診療や産業医活動を実施する上で有用であった旨の評価 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

78.6％ 77.0％ 74.4％ 77.7％ 76.8％ 

地域医療支援病院 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

3施設 3施設 5施設 9施設 12施設 

地域がん診療連携拠点病院 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

4施設 4施設 8施設 10施設 11施設 
 

      

ア 患者紹介に関する

労災指定医療機関と

の連携機能を強化す

ること等により、中

期目標期間の最終年

度までに、患者紹介

率を４０％以上（※

１）とする。 

ア 労災指定医療機関等との連携強化（紹介率） 

患者紹介に関する労災指定医療機関との連携機能を強化する観点から、地域医

療連携室において、ＦＡＸ等による直接予約システム等を導入するとともに、地域

連携パスの導入に取り組んだ結果、平成１７年度において中期計画の紹介率４０％

以上を達成し、次年度以降も向上している。 

患者紹介率 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

38.6％ 42.3％ 44.7％ 49.8％ 53.1％ 
 

      

 イ 労災疾病に関する

モデル医療を普及す

るため、労災指定医

療機関の医師及び産

業医等に対して、労

災指定医療機関等の

診療時間等に配慮し

て症例検討会や講習

会を設定することに

より、中期目標期間

中、延べ３万２千人

以上（※２）に対し

講習を実施する。 

また、モデル医療

に関し、多様な媒体

を用いた相談受付を

実施する。 

イ モデル医療の普及（症例検討会・講習会の参加人数） 

労災疾病に関するモデル医療を普及するため、労災指定医療機関等の医師及び

産業医等の利便性を配慮し、休診日や診療時間終了後に症例検討会等を開催すると

ともに、モデル医療について、電話・ＦＡＸ・メール等による相談受付を実施し

た。また、医師を対象とした「アスベスト関連疾患診断技術研修（基礎研修・病理

医師、検査技師を対象としたアスベスト小体計測数検査技術研修を含む専門研

修）」及び働く女性を支援する目的で「女性医療フォーラム」を開催し、労災疾病

に係るモデル医療の普及に努めた結果、症例検討会及び講習会の参加人数は中期計

画である３万２千人以上を平成１６年度及び平成１７年度の２年間で達成し、平成

１６年度から平成２０年度までの合計で中期計画の３０７．２％を達成した。 

アスベスト関連疾患診断技術研修受講者数 

区分 18年度 19年度 20年度 合計 

基礎研修 352人 722人 712人 1,786人 

専門研修 430人 297人 552人 1,279人 

合計 782人 1,019人 1,264人 3,065人 

症例検討会・講習会参加人数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

16,386人 18,681人 22,395人 20,436人 20,404人 98,302人
 

      

 ウ 高度医療機器の利 ウ 高度医療機器を用いた受託件数の実施（受託検査件数）       
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

用促進を図るため、

ホームページ・診療

案内等による広報を

実施し、高度医療機

器を用いた受託検査

を中期目標期間中、

延べ６万件以上（※

３）実施する。 

ＣＴ、ＭＲＩ、ガンマカメラ、血管造影撮影装置等の高度医療機器の利用案に

関する情報をホームページ・診療案内等により広報し、高度医療機器の受託検査依

頼の獲得に努めた。こうした取組の結果、受託件数は中期計画である６万件以上を

平成１６年度から平成１８年度までの３年間で達成し、平成１６年度から平成２０

年度までで中期計画の２２７．６％を達成した。 

受託検査件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

23,092件 27,119件 27,538件 29,082件 29,713件 136,544件
 

 エ 利用者である労災

指定医療機関等に対

するニーズ調査・満

足度調査を毎年度実

施し、地域支援業務

の改善に反映する。 

（※参考１：平成

１４年度実績 ３

０．３％） 

（※参考２：平成

１４年度実績５，９

８７人×５年間の

５％増） 

（※参考３：平成

１４年度実績１１，

３６４件×５年間の

５％増） 

エ ニーズ調査・満足度調査の結果に基づく業務の改善 

労災病院に紹介実績のある労災指定医療機関の医師及び産業医等に対してニー

ズ調査（地域医療連携室のサービスを利用する労災指定医療機関の医師及び産業

医等に対する医療情報の提供、医療水準、診察時間帯等についてのアンケート調

査）を実施し、この調査結果を各労災病院にフィードバックするとともに、労災

指定医療機関の医師及び産業医等から示された意見、要望を各地域医療連携室の

業務改善に反映させている。 
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評価シート（ ７） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 

事業年度評価結果 中期目標

期間の評

価 
H16 H17 H18 H19 H20

         

④ 一般診療を基盤

とした労災疾病に

関する高度・専門

的医療の提供 

④ 一般診療を基盤と

した労災疾病に関す

る高度・専門的医療

の提供 

④ 一般診療を基盤とした労災疾病に関する高度・専門的医療の提供 Ａ 

3.55 

Ａ 

3.91 

Ａ 

3.89

Ａ 

4.00

Ａ 

3.70

Ａ 

3.81 

  急性期医療への対応 

ⅰ 急性期に対応した診療体制の構築 

・医療の標準化、効率的提供を行った結果、入院平均在院日数の短縮を図った。 

平均在院日数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

18.6日 17.5日 16.2日 16.1日 15.4日 

・急性期化に対応した診療体制の構築を進める中で、安全で良質な医療を提供するため看

護師の病棟配置を厚くし、上位の入院基本料、施設基準の取得に努めた。 

一般病棟入院基本料上位算定 

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

7対1 － － 1施設 5施設 5施設 

10対1 15施設 15施設 30施設 27施設 27施設

13対1 17施設 17施設 1施設 － － 

ⅱ 救急医療体制の強化 

・勤労者医療の中核的医療機関として、労働災害、大規模災害への対応を含めた救急搬送

患者受入体制の強化を行うことにより、中期計画（延べ３０万人以上）を達成した。 

救急搬送患者数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

64,472人 66,699人 67,942人 68,206人 64,272人 331,591人

ⅲ 地域医療連携の強化 

・ 地域の医療機関との間であらかじめ特定の疾患に関する連携パスを策定することによ

り、労働災害への対応を含めた地域医療連携体制の構築を図った。 

地域連携パス導入状況 

区  分 18年度 19年度 20年度 

大腿骨頚部骨折 11件 13件 17件 

脳卒中 3件 8件 19件 

その他（糖尿病、がん等） 4件 8件 10件 

ⅳ 急性期リハビリテーションの推進 

・被災労働者、勤労者を始めとした入院患者の早期社会復帰を図るため、リハビリテーシ

ョン診療体制の再編等、リハビリテーションの急性期化を図った。 

疾患別リハビリテーション施設基準取得状況 

区  分 18年度 19年度 20年度 

運動器リハⅠ 32施設 32施設 32施設 

脳血管疾患リハⅠ・Ⅱ 29施設 32施設 32施設 

心大血管リハⅠ・Ⅱ 2施設 4施設 5施設 

呼吸器リハⅠ・Ⅱ 28施設 28施設 29施設 

 

医療の高度・専門化 

ⅰ 学会等への積極的参加 

・大学・学会との連携強化を図り、最新技術、知識の修得及び実践を通じて高度な医療を
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 

事業年度評価結果 中期目標

期間の評

価 
H16 H17 H18 H19 H20

提供した。 

各種学会認定施設数；６５９施設（日本内科学会、日本外科学会等各種８６学会） 

ⅱ 専門センター化によるチーム医療の推進 

・ 従来の診療科別から、臓器別・疾病別の専門センターを設置することにより、高度専門的

医療を提供するとともに、職種及び診療科の枠を超えたチーム医療の提供を行った。 

専門センター数（消化器センター、脊椎外科センター、糖尿病センター等） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

78 107 121 129 137 

ⅲ 高度医療機器の計画的整備 

・高度・専門的な医療を提供し、医療の質の向上を図るため、より高度な治療機器、より

正確な診断機器等の整備を行った。 

ア 労災病院にお

いては、別紙に

示された１３分

野の労災疾病に

ついて、他の医

療機関では対応

が困難な高度・

専門的医療を提

供するととも

に、その質の向

上を図ること。 

ア 労災病院におい

ては、次のような

取組により、中期

目標の別紙に示す

１３分野の労災疾

病について、他の

医療機関では対応

が困難な高度・専

門的医療を提供す

るとともに、その

質の向上を図る。 

ア １３分野の疾病に関する高度・専門的医療を提供するとともに、提供する医療の質の向上

を図るため、労災病院において次のような取組を行った。 

      

 ⅰ １３分野毎の

専門医からなる

検討委員会を設

置し、各分野毎

に臨床評価指標

を策定する。当

該指標により、

医療の質に関す

る自己評価を行

う。 

ⅰ 平成１６年度には労災疾病を１２分野とし臨床評価指標を策定していたが、平成１８年度

からはアスベスト関連疾患を加えた１３分野の臨床評価指標としデータの集積を行い、医療

の質の向上に関する自己評価を行うとともに、評価結果を各労災病院にフィードバックし、

労災病院グループ全体の医療の質の向上に寄与している。 

【１３分野の内訳】 

１ 四肢切断、骨折等の職業性外傷 

２ せき髄損傷 

３ 騒音、電磁波等による感覚器障害（耳鼻科領域） 

騒音、電磁波等による感覚器障害（眼科科領域） 

４ 高・低温、気圧、放射線等の物理的因子による疾患 

５ 身体への過度の負担による筋・骨格系疾患 

６ 振動障害 

７ 化学物質の曝露による産業中毒 

８ 粉じん等による呼吸器疾患 

９ 業務の過重負担による脳・心臓疾患（過労死）（脳疾患） 

業務の過重負担による脳・心臓疾患（過労死）（心臓疾患） 

１０ 勤労者のメンタルヘルス 

１１ 働く女性のためのメディカル・ケア 

１２ 職場復帰のためのリハビリテーション 

１３ アスベスト関連疾患 

      

 ⅱ 研究・開発さ

れたモデル医療

を臨床の現場で

実践し、症例検

討会等で評価を

行うとともに、

その結果をフィ

ードバックし研

究に反映させ

る。 

      

なお、労災看

護専門学校にお

いては、労災病

院における勤労

者医療の推進に

ⅲ 労災看護専門

学校において、

勤労者の健康を

取り巻く現況や

職業と疾病との

ⅱ【平成１６年度】 

・労災看護専門学校における勤労者医療に関するカリキュラムの拡充を図るため、検討

会を開催し、勤労者医療の中核的役割を担う人材を育成とすることを目的としたカリ

キュラム内容の見直しを行い、平成１７年度より導入することとした。 

【平成１７年度以降】 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 

事業年度評価結果 中期目標

期間の評

価 
H16 H17 H18 H19 H20

必要な専門性を

有する看護師を

養成すること。 

関連性等に関す

るカリキュラム

を拡充すること

により、勤労者

医療の専門的知

識を有する看護

師を育成する。 

・勤労者医療の専門的知識を有する看護師を育成するため、平成１７年度の労災看護専

門学校入学生より、勤労者医療概論やメンタルヘルスマネジメント等の勤労者医療に

関する特別講義（７５時間４単位）を含む新カリキュラムを導入した。 

【平成２０年度】 

・労災看護専門学校において、勤労者医療の専門的知識を有する看護師を育成するた

め、勤労者医療概論やメンタルヘルスマネジメント等の特別講義（７５時間４単位）

を含むカリキュラムに基づき、労災病院における勤労医療の役割や勤労者の職業と疾

病との関連性等に関する教育を行うとともに、勤労者の作業環境見学や勤労者医療を

推進する労災病院における臨地実習を実施した。 

 ⅳ 労災リハビリ

テーション工学

センターにおい

て工学技術を用

い義肢装具等の

研究・開発を実

施し、その成果

をリハビリテー

ションに活用す

る。 

ⅲ（研究・開発）  

特許申請件数（再申請を含む。） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

－ ３ ３ ３ ０ 

（リハビリテーションへの活用） 

吊り上げトレッドミルを用いた運動機能再建訓練実施回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

991 1,012 1,037 1,153 1,187 
 

      

 ⅴ 次の(ⅰ)及び

(ⅱ)の取組によ

り、高度・専門

的医療の提供に

必要な優秀な人

材を確保すると

ともに、その資

質の向上を図

る。 

       

 (ⅰ) 勤労者医療

に関する研修

内容を盛り込

んだ臨床研修

プログラムを

作成し、医師

臨床研修に積

極的に取り組

むことによ

り、優秀な医

師を育成、確

保する。 

ⅳ 臨床研修指導医の育成、指導力の強化のため平成１９年度から厚生労働省の指針に基づく

機構主催の指導医講習会を合計３回開催し、受講した１０７名の医師に厚生労働省医政局認

定の修了証を交付した。 

機構主催の指導医講習会参加者 

19年度 20年度 

30人 77人 

初期研修制度におけるマッチ者数の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

95人 105人 104人 108人 116人 

後期研修制度における採用者数の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

（※） （※） 55人 87人 99人 
※現行の研修制度の施行が平成16年度からのため、後期研修医の採用は初期研修(2年)後の平成18年度からとなる。 

      

 (ⅱ) 毎年度、研

修カリキュ

ラムを検証

し、職種毎

の勤労者医

療に関する

ⅴ 毎年度、受講者に対しアンケートを実施しており、その結果等を踏まえ研修カリキュラ

ムを検証し充実した研修にしている。具体的には、看護倫理指導者研修や現任教育指導者

研修など新たな内容で研修の見直しを行い、また、新任管理職研修の受講後のフォローア

ップ研修として管理職２年目研修の開催やこれまで受講機会の無かった薬剤部長、臨床工

学技師・視能訓練士等の医療職員及び初期臨床研修医に対して新たに研修を実施するなど

内容の充実を図った。 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 

事業年度評価結果 中期目標

期間の評

価 
H16 H17 H18 H19 H20

研修内容を

はじめとす

る専門研修

内容を充実

することに

より、職員

個々の資質

の向上を図

る。 

 

 

 

なお、職員の資質の向上を示すひとつの指標として「講義内容を業務に活かすことがで

きる」という項目の研修有益度調査結果では、下表のように、講義内容を業務に活かすこ

とできるという割合が年々増加する傾向にあり、職員個々の資質の向上が図られている。 

研修の有益度調査結果の推移 

年 度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

職 種 有益度割合 有益度割合 有益度割合 有益度割合 有益度割合

医 師 85.7% 76.7% 93.3% 93.5% 74.7%

看護職 77.2% 73.9% 83.7% 83.8% 86.3%

医療職 72.5% 83.0% 79.1% 80.3% 76.6%

事務職他 84.7% 82.7% 71.4% 76.8% 81.1%

合計 77.8% 78.4% 79.1% 81.3% 81.5%
 

 ⅵ 救急救命士の

病院研修受入等

による消防機関

との連携を強化

するとともに、

救急救命等の高

度な臨床技術を

有する医療スタ

ッフを育成し配

置する。これに

より、中期目標

期間中に、延べ

３０万人以上

（※）の救急搬

送患者を受け入

れる。 

（※参考：平

成１４年度実績

５６，６５３人

×５年間の５％

増） 

ⅵ 救急救命士の病院研修受入等による消防機関との連携を強化するとともに、救急救命等

の高度な臨床技術を有する医療スタッフを育成し配置することにより、毎年度６万３千人

以上の救急搬送患者の受入れを計画し、毎年達成している。 

救急救命士病院研修受講延人数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

2,376人 2,872人 4,437人 5,626人 5,048人 

連絡会議開催件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

99件 107件 158件 141件 98件 

救急搬送患者受入人数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

64,472人 66,699人 67,942人 68,206人 64,272人 331,591人
 

      

  ⅶ 病院情報システム等ＩＴ化の推進 

医療の質の向上や病院運営の効率化等の観点から、医療情報の共有化によるチーム医療

の充実等を目指し、オーダリングシステム、電子カルテシステムの導入を順次進めた。 

また、「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」（各府省情報化統括責任者

（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき、平成１７年７月１日に本部にＣＩＯ及びＣＩＯ補佐

官を設置し、本部から各施設への指導体制を強化した。 

【平成１６年度】 

・電子カルテを１病院、オーダリングシステムを１病院に新規導入した。 

【平成１７年度】 

・本部に情報化統括責任者（ＣＩＯ）及びＣＩＯ補佐官を設置した。 

【平成１８年度】 

・オーダリングシステムを２病院に新規導入した。 

【平成１９年度】 

・電子カルテを１病院、オーダリングシステムを４病院に新規導入した。 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 

事業年度評価結果 中期目標

期間の評

価 
H16 H17 H18 H19 H20

【平成２０年度】 

・電子カルテシステムを１病院、オーダリングシステムを１病院に新規導入した（平成

２０年度末現在導入病院；電子カルテシステム３病院、オーダリングシステム２９病

院）。 

イ 国民の医療に

対する安心と信

頼を確保するた

め、情報開示に

基づく患者の選

択を尊重し、良

質な医療を提供

すること。これ

により、患者満

足度調査におい

て全ての病院で

７０％以上の満

足度を確保する

こと。 

イ 日本医療機能評

価機構等の病院機

能評価の受審、さ

わやか患者サービ

ス委員会活動、ク

リニカルパス検討

委員会の活動等を

通じて、より良質

な医療を提供す

る。 

イ 良質で安全な医療の提供 

良質で安全な医療を提供するため、日本医療機能評価機構等の病院機能強化を受審、クリ

ニカルパス活用の推進などに取り組んだ。また、すべての病院において７０％以上の患者か

ら満足のいく医療が受けられている旨の評価を得た。 

患者満足度 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

78.6％ 78.9％ 78.7％ 80.6％ 82.5％ 
 

      

ⅰ 外部評価機関による病院機能評価 

良質な医療を提供するため、準備の整った病院から順次、日本医療機能評価機構等の病院

機能評価を受審するとともに、更新時期を迎えた施設においては再受診した。 

病院機能評価の受審 

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

受審 27病院 28病院 29病院 29病院 30病院

認定 21病院 25病院 28病院 28病院 30病院

（認定率） 65.6％ 78.1％ 87.5％ 87.5％ 93.8％

※全国の病院の認定率は、２８．８％（平成２１年４月１日現在） 

      

  ⅱ 医療の標準化（高度医療のモデル化）の推進 

すべての労災病院に設置するクリニカルパス検討委員会の活動等を通じて、平成２０年

度末までに３，６１９件のクリニカルパスを作成した。 

なお、医療の効率化の観点から、クリニカルパスの見直し・統合を積極的に進めた結

果、平成２０年度のパス件数は減少している。 

クリニカルパス導入状況 

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

パス件数 2,163件 2,684件 3,303件 3,685件 3,619件

パス適用率 79.6％ 77.9％ 85.0％ 85.9％ 86.8％

また、医療の質の標準化及び収入確保の観点から、ＤＰＣを積極的に導入した。 

ＤＰＣ病院の状況 

区分 17年度 18年度 19年度 20年度 

対象病院 0病院 9病院 9病院 19病院 

準備病院 11病院 10病院 21病院 11病院 

合計 11病院 19病院 30病院 30病院 
 

      

  ⅲ 患者満足度調査に基づく問題点 

患者満足度の視点に立った医療サービスを提供するため、患者満足度調査の結果を、患

者サービス委員会等の活動を通じて、業務改善に反映した。 

      

また、患者の

安全を確保する

ため、組織的・

継続的な取組に

より職員一人一

人の医療安全に

関する知識・意

識の向上を図る

また、医療安全

チェックシートを

見直し、全ての労

災病院で活用する

とともに、医療安

全に関する研修及

び医療安全推進週

間を実施し、医療

ⅳ 安全な医療の推進 

以下のとおり、安全な医療を推進するため、組織的・継続的な取組を行った。 

「医療安全チェックシート」 

 【平成１６年度】 

・各病院で導入されていた「医療安全チェックシート」について見直しを行い、各労災病

院の医療安全管理者やコメディカルの代表者等の意見の集約、任意病院での試行チェッ

クを経て、全労災病院共通の統一的・標準的な「医療安全チェックシート」を作成した。 

【平成１７年度】 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 

事業年度評価結果 中期目標

期間の評

価 
H16 H17 H18 H19 H20

こと。 安全に関する知

識・意識の向上を

図る。 

・第１回目（５月）のチェックを行い、各労災病院の医療安全に関する課題を明確に

した。各病院では明確化した問題点への取組を行い、本部では個別の指導・支援を

行った。 
【平成１８年度】 

・項目を５月（平成１８年度診療報酬改正等への対応）と１１月（放射性同位元素の管

理体制項目追加）に見直しを行うとともに、当該チェックシートの解説書を作成し

た。 

・５月のチェック結果に基づき、各施設に「医療安全確保のための改善計画書」の策定

を指示した。 

【平成１９年度】 

・改正医療法の施行に伴い、平成１９年７月に項目と解説書の改訂を行った。 

【平成２０年度】 

・各病院とも未達成項目の改善に取り組み、全項目で 

９８．４％の達成率となった。 

医療安全チェックシートによる項目達成率の推移 

区分 17年5月 18年5月 19年7月 20年5月 20年11月

項目数 225 257 286 286 286 

達成率 81.2% 91.3% 95.6% 97.3% 98.4%

「労災病院間医療安全相互チェック」 

【平成１７年度】 

・労災病院間医療安全相互チェックの実施に向け、全労災病院を１２グループに分け

るとともに、実施要領を作成し各病院に配布した。また、一部の病院において相互

チェックを実施した。 

【平成１８年度】 

・平成１７年度の試行を経て、平成１８年度から新たに全労災病院に導入した。全グ

ループが計画どおり実施し、講評・提言結果に基づき問題点の改善に努めた。 

【平成１９年度】 

・全病院が自主的に実施した。専門職種の参加により、客観的視点での評価が得られ

た。 

【平成２０年度】 

・グループ構成を変更して実施した。提言も積極的に行われ、一部グループでは取組

効果の検証も実施した。 

「労災病院医療上の事故等の公表」 

【平成１６年度及び平成１７年度】 

・労災病院ごとの基準により、医療上の事故・インシデント事例に係るレポートを作成・報

告していた。 

【平成１８年度】 

・「労災病院医療上の事故公表基準」を策定し、統一的に医療上の事故・インシデン

ト事例のデータ集積を開始した。   

【平成１９年度】 

・平成１８年度の労災病院における医療上の事故等の発生状況を平成１９年５月にホー

ムページ上で一括公表した。 

【平成２０年度】 

・平成１９年度の労災病院における医療上の事故等の発生状況を平成２０年５月にホ

ームページ上で一括公表した。 

「医療安全に関する研修」 

【平成１６年度から平成２０年度まで】 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 

事業年度評価結果 中期目標

期間の評

価 
H16 H17 H18 H19 H20

・全病院が全職員を対象とした医療安全に関する研修会を年２回以上実施した。 

「医療安全推進週間」 

【平成１６年度及び平成１７年度】 

・全病院が参加した。 

【平成１８年度から平成２０年度まで】 

・全労災病院の共通テーマ（「患者・地域住民との情報提供と患者・地域住民の主体的参加の

促進」）を定め、患者・地域住民も広く参加できる取組を行った。 
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評価シート（ ８） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

⑤ 行政機関等への貢献 

国が設置している検

討会、委員会等への参

加要請に協力するとと

もに、迅速・適正な労

災認定に係る意見書の

作成等を通じて行政活

動に協力すること。 

⑤ 行政機関等への貢献 

ア 勤労者の健康を取

り巻く新たな問題等

について、国が設置

する委員会への参

加、情報提供等によ

り、行政機関に協力

する。 

⑤ 行政機関等への貢献 

ア 国の設置する委員会への参加等 

(ア) アスベスト問題への対応 

平成１７年６月に表面化したアスベスト曝露による健康問題に関し、政府の

閣議決定（平成１７年７月）に基づく「アスベスト問題への当面の対応」（ア

スベスト問題に関する関係閣僚会合とりまとめ）として、以下の取組を行っ

た。 

ⅰ アスベスト関連疾患の診断・治療の中核となる医療機関として２５労災病

院に設置した「アスベスト疾患センター」等において、アスベスト健診等に

取り組んだ（平成１７年度から平成２０年度までのアスベスト健診延べ件

数：４４，０８６件）。 

また、労災病院及び産業保健推進センター等に設置した健康相談窓口にお

いて、地域住民等からの健康相談に対応した（平成１７年度から平成２０年

度までの相談延べ件数：３９，１６１件）。アスベストブロックセンター７

か所及び労災病院３か所、計１０か所においてアスベスト小体計測検査を実

施した（平成１８年度から平成２０年度までのアスベスト小体計測検査延べ

件数：１，１８９件）。 

アスベスト疾患センター等における相談等件数 （単位：件） 

区分 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

相談 24,402 9,254 3,343 2,162 39,161

健診 15,169 13,202 8,982 6,733 44,086

小体計測検査 － 372 344 473 1,189 

ⅱ 労災指定医療機関の医師及び産業医等を対象とするアスベスト関連疾患診

断技術研修を、平成１８年度から２０年度にかけて、全国６９か所にて開催

し、延べ３，０６５人に診断技術に関する基礎研修及び様々な専門研修を実

施した。 

アスベスト関連疾患診断技術研修受講者数 

区分 18年度 19年度 20年度 合計 

基礎研修 352人 722人 712人 1,786人 

専門研修 430人 297人 552人 1,279人 

合計 782人 1,019人 1,264人 3,065人 

(イ) 国の設置する委員会等への出席 

労災認定基準の見直し等に際し、医学的見地から検討を行うことを目的とし

て国が設置・主催する委員会や検討会等に際し、医学的知見を有する労災病院

の医師が当該委員会等への参加要請に積極的に対応した。 

なお、各都道府県においても、労災請求事案の審査・検討に当たり労働局や

労働基準監督署が定期的に実施する審査会等に労災病院の医師が出席し、医学

的見地から助言や情報提供を行った。 

（参考）平成２０年度実績 

３５の検討会（振動障害の検査指針検討会、中央環境審議会等）等に 

４５名の出席者が貢献した。 

Ｂ 

3.45 

Ａ 

4.36 

Ｓ 

4.56

Ａ 

4.44

Ａ 

4.30

Ａ 

4.22 

      

 イ 労災認定に係る意

見書等の作成につい

ては、複数の診療科

にわたる事案につい

イ 労災認定に関する意見書等の適切かつ迅速な作成 

労災認定に関する意見書等の迅速な処理を各労災病院に促すため、上半期・下

半期に調査を行い上半期の結果をフィードバックすることにより意見書作成日数

の短縮に努めた結果平成 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

て、院内の連携を密

にするなど適切かつ

迅速に対応する。 

１６年度から平成２０年度までの５年間で意見書処理日数を４．５日（２０．７

日→１６．２日）短縮した。 

意見書処理日数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

20.7日 19.2日 14.4日 13.5日 16.2日 
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評価シート（ ９） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

(２) 医療リハビリテーショ

ンセンター及び総合せき

損センターの運営 

(２) 医療リハビリテーショ

ンセンター及び総合せき

損センターの運営 

(２) 医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの運営 Ａ 

3.73 

Ａ 

3.82 

Ａ 

3.78

Ａ 

3.56

Ｂ 

3.40

Ａ 

3.66 

被災労働者の職業・社

会復帰を支援するため、

医療リハビリテーション

センターにおいては、四

肢・脊椎の障害、中枢神

経麻痺患者に係る高度・

専門的な医療を、総合せ

き損センターにおいて

は、外傷による脊椎・せ

き髄障害患者に係る高

度・専門的医療を提供

し、それぞれ医学的に職

場・自宅復帰可能である

退院患者の割合を８０％

以上（※）確保するこ

と。 

※参考：平成１４年度実

績 

医療リハビリテーショ

ンセンター ７５．

４％ 

総合せき損センター 

７８．８％ 

① 医療リハビリテーシ

ョンセンターにおいて

は、四肢・脊椎の障

害、中枢神経麻痺患者

に対し、チーム医療を

的確に実施することに

より、身体機能の向上

を図るとともに、職業

復帰へ向けた機能の改

善状況を勘案しつつ、

職業リハビリテーショ

ンセンターとの連携を

図る。 

① 医療リハビリテーションセンターの運営 

医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

80.2％ 80.5％ 81.1％ 80.4％ 80.4％
 

      

② 総合せき損センター

においては、外傷によ

る脊椎・せき髄障害患

者に対し、受傷直後か

ら一貫したチーム医療

を的確に実施すること

により、早期に身体機

能の向上を図るととも

に、職業復帰に向けた

機能の改善状況を勘案

しつつ、 せき髄損傷者

職業センターとの連携

を図る。 

② 総合せき損センターの運営 

医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

82.9％ 83.9％ 82.5％ 85.0％ 84.8％
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評価シート（１０） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

３ 健康診断施設の運営業務 ３ 健康診断施設の運営業務 ３ 健康診断施設の運営業務 Ａ 

3.55 

Ａ 

3.64 

Ｂ 

3.44

Ａ 

3.67

Ａ 

3.80

Ａ 

3.62 

海外勤務健康管理センタ

ーにおいては、次の取組に

より、海外派遣労働者の健

康管理の向上を図ること。 

海外勤務健康管理センタ

ーにおいては、次のような

取組を行うことにより、海

外派遣労働者の健康管理の

向上を図る。 

① 一貫した健康管理支援サービスの提供 

海外勤務健康管理センターにおいては、海外派遣労働者及びその家族に対して赴任

前から赴任中、一時帰国、帰国後までの一貫した健康管理サービスを提供して、海外

派遣労働者の健康管理の向上を図った。 

赴任前 

・労働安全衛生規則第４５条の２に基づく健康診断 

・赴任先の状況に応じた予防接種の実施 

・赴任先の医療事情・感染症等の現地特有の疾病等に関する情報提供 

・栄養指導による生活習慣病に対する予防対策の実施 

赴任中・一時帰国 

・海外からのＦＡＸ・Ｅメールによる医療相談、栄養相談の実施 

・赴任前健康診断結果・海外巡回健康相談結果との比較に基づく健康指導 

・一時帰国者からの最新の現地医療情報の提供及び収集 

帰国後 

・労働安全衛生規則第４５条の２に基づく健康診断 

・赴任中に悪化した健康診断データー改善のための健康指導 

・帰国者からの最新の現地医療情報の収集・提供 

海外派遣労働者健診者数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

4,321人 4,557人 5,084人 5,140人 4,677人 23,779人

② 海外医療関係者の知識の向上 

海外勤務健康管理センターには、世界中から収集された医療情報が蓄積されてお

り、その情報発信基地として、各種講演会、研修会を開催し、海外医療に関わる人々

の知識の向上に努めた。併せて、産業医、産業看護師、海外派遣企業の健康管理者等

を対象に全国各地の産業保健推進センターが開催する海外赴任者健康管理セミナーに

講師を派遣し情報提供し、我が国の事業場における海外勤務健康管理の向上に努め

た。 

また、在留邦人が安心して現地の医療機関に受診できるように海外の医療従事者を

招聘し、日本及び日本人に対する理解を深めてもらうため研修・交流を行った。 

③ 最新の海外医療情報の提供等 

海外勤務健康管理センターでは、新型インフルエンザ、狂犬病、日本国内での流行

に伴う海外派遣者への注意点としての麻疹等へ対応するため最新の感染症等の情報

や、海外派遣労働者に対する健康診断、予防接種及びＦＡＸ・Ｅメールによる医療相

談等を実施し、センターの特色である海外赴任前から帰国後まで一貫したサービスに

ついて積極的に広報活動を行った。 

特に新型インフルエンザ対策については、平成１８年１月作成の「海外派遣企業で

の新型インフルエンザ対策ガイドライン」（平成１９年５月改訂）のホームページ掲

載により迅速な情報提供を行うとともに、経済産業省中小企業庁の新型インフルエン

ザ対策関連の指針策定に外部専門家として参画した（「中小企業ＢＣＰ策定運用指針

を用いた新型インフルエンザ対策のための中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）策定指

針」）。さらに、ホームページに「新型インフルエンザ対策相談窓口」を設け、企業

の健康管理スタッフ、人事労務担当者を対象にメール相談を行うとともに、平成２１

年４月にはメキシコで発生し世界各国に感染の広がりをみせた新型インフルエンザ

（Ａ／Ｈ１Ｎ１）の発生時にも適切に対応した。 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

また、海外勤務健康管理センターにおいて独自に入手した海外医療情報、海外赴任

者の健康管理に関する調査研究の研究成果及び薬剤情報調査にて入手した現地の薬剤

情報をホームページに随時掲載するなど国内外の利用者がいつでも当該情報にアクセ

スできるような体制を整えた。 

「海外勤務と健康」、「ＦＡＸによる海外医療相談」等冊子を配布し、海外医療情

報を提供した。 

 ＦＡＸ相談件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

234件 201件 150件 75件 75件 735件 

メール相談件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

158件 219件 393件 457件 383件 1,610件
 

(１) 海外派遣労働者に対す

る健康診断や派遣企業の

安全衛生担当者に対する

講習会への参加等の海外

勤務健康管理センターの

利用者を中期目標期間

中、６万５千人以上

（※）確保するととも

に、海外派遣労働者の健

康増進、メンタルヘルス

等に関する調査研究を行

い、その成果を広く情報

提供すること。 

また、センター利用者

については、海外派遣労

働者の健康管理に有用で

あった旨の評価を８０％

以上確保すること。 

（※参考：平成１４年

度実績１２,４１４人×５

年間の５％増） 

(１) センター利用者を確保

するため、海外派遣労働

者や派遣企業に対する広

報活動を強化するととも

に、毎年度、定期的にセ

ンター利用者に対するニ

ーズ調査及び満足度調査

を行い、その結果を次年

度の業務運営に反映す

る。 

(１) センター利用者の確保等 

① センター利用者の確保 

海外派遣企業及び商工会議所等を訪問したり、産業保健推進センターが開催する

海外赴任者健康管理セミナーに講師を派遣して、海外派遣労働者に対する健康管理の

重要性等を説明するなど、継続的に広報活動の強化を行った。 

最新の海外の医療情報（海外医療状況・環境衛生状況・薬剤情報等）の提供、研

修実施状況、セミナーの開催状況及び新型インフルエンザ速報をホームページに掲載

する等情報提供を行った。 

特に平成１７年度には「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライ

ン」を作成し迅速に国内外に発信するとともに、平成２１年２月に専用電子メール相

談窓口の開設を行った。 

派遣前、派遣後の健康診断、健康相談のみならず、赴任中の健康管理に関するフ

ォローアップ（Ｅメール・ＦＡＸ・国際郵便による医療相談及び健康診断結果の電子

媒体での提供）など海外勤務に係る一貫した健康管理サービスの提供を行った。 

平成１８年度には、センター利用者の増に伴い、海外健診者の利便性を図るため

に予約枠の拡大を図るとともに海外医療情報提供の強化に努めた。 

施設利用者数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

14,816人 14,757人 15,907人 17,614人 17,047人 80,141人

施設利用で有用であった旨の評価の割合 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

90.9％ 92.7％ 95.2％ 92.5％ 90.2％

② 満足度調査の結果に基づく業務の改善 

満足度調査の結果に基づき、待ち時間の短縮を図り、施設利用者の利便性向上の

ための改善を行った。平成１８年度には海外医療相談コーナーを新たに設置し、本部

が行う海外巡回健康相談で得られた知見と海外勤務健康管理センターに蓄積する一時

帰国者及び帰国者から収集した赴任地での医療情報、生活情報をセンター利用者に提

供した。 

      

 また、長期海外赴任者

の生活習慣病及びメンタ

ルヘルス不全等に関する

調査研究を行うととも

に、研究成果をホームペ

ージで提供し、中期目標

期間中、アクセス件数を

③ 調査研究の実施及び研究成果の提供 

「海外勤務による生活習慣病の健康への影響についての解析」（平成１６年から平

成１８年度まで）及び「メンタルヘルス不全に影響を及ぼす諸要因の解明」（平成１

６年から平成１８年度まで）についての調査研究を実施し、合わせて７題の研究成果

を報告書にまとめ、ホームページで提供するとともに研修等で活用した。 

平成１９年度から「海外勤務者の感染症対策及び疾病構造に関する研究」、「海外

勤務者のメンタルへルスに関する調査研究」、「海外勤務者における心血管病危険因
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

９万件以上（※）得る。 

（※参考：平成１４年

度実績１５,６００件×５

年間の１５％増） 

子に関する調査研究」、「海外勤務者の生活習慣病に関する調査研究」について調査

研究を行うとともに、集積したデータの取りまとめ、集計及び解析を行った。 

また、新型インフルエンザ、狂犬病、麻疹等の海外医療情報も迅速に提供した。 

ホームページアクセス件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

20,688件 34,513件 55,275件 56,980件 73,806件 241,262件
 

(２) 海外に在留する邦人労

働者の健康管理の支援を

行うため、海外巡回健康

相談を実施し、巡回健康

相談が海外での健康管理

に有用であった旨の評価

を８０％以上得るととも

に、当該事業の効果的な

実施のため、ニーズ調査

等を行い、派遣対象地域

の見直し等を行うこと。 

また、赴任地先の医療

サービスの向上に向けた

協力を図ること。 

(２) 医療不安が大きく、一

定数以上邦人労働者が在

留している地域を対象に

現地日本人会等からの情

報を調査分析し、海外巡

回健康相談を実施すると

ともに、海外巡回健康相

談時に満足度調査、ニー

ズ調査を行い、その結果

を次回の海外巡回健康相

談の業務内容の改善、派

遣対象地域の見直し等に

反映する。 

(２) 海外巡回健康相談・研修及び交流 

① 海外巡回健康相談等の実施 

医療面の不安の大きい地域で、在留邦人数が一定数以上の地域を対象として毎年

現地日本人会、在外公館の情報及び外務省等との検討結果に基づき巡回対象地域の

選定を行いアジア・アフリカ・中南米・東欧に海外巡回健康相談を行った。 

【平成１６年度】３２か国５４都市 

【平成１７年度】３２か国５２都市 

【平成１８年度】３１か国４７都市 

【平成１９年度】３１か国４５都市 

【平成２０年度】２２か国２９都市 

海外巡回健康相談者数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

4,190人 3,980人 3,809人 3,588人 2,383人 17,950人

 うちメンタルヘルス相談者数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

454人 556人 400人 472人 289人 2,171人

また、在留邦人が現地医薬品を適正に使用できることを目的として、薬剤師を派遣

し薬剤情報調査を毎年実施し、調査後に、現地医薬品と日本の医薬品との成分・服用

量を比較した「海外薬剤対比ハンドブック」を作成し、現地日本人会等に配布すると

ともにホームページでも情報提供を行った。 

② 満足度調査・ニーズ調査の結果に基づく業務の改善及び派遣対象地域の見直し 

ア 満足度調査の結果に基づく業務の改善 

平成１８年度には、海外巡回健康相談における満足度調査の中で相談時のプラ

イバシー配慮への希望が多かったことを受けて、受付時から相談終了時までの一

貫したより一層のプライバシー確保に努めた。 

小児科、産婦人科等の相談については、労災病院の協力を得て専門的観点からの

支援を強化し、ＦＡＸ・Ｅメール相談の活用をＰＲした。メンタルヘルス面では帰

国後のフォローアップを図り、きめの細かな対応に努めた。 

健康管理に有用であった旨の評価の割合 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

92.6％ 94.6％ 97.0％ 93.4％ 95.5％

イ 派遣対象地域の見直し 

満足度調査、海外各都市の日本人会に対して実施したニーズ調査及び相談者数等

を踏まえ、毎年外務省関係者と協議し、検討を重ねた結果、派遣地域の見直し、

国・都市の組合せの見直し、日程の見直しを行い現地のニーズに見合った巡回時

期、効率的な巡回日程・都市編成とした。 

ウ 海外巡回健康相談派遣チームとの連携 

海外巡回健康相談の実施に際し、海外勤務健康管理センターに蓄積されている海

外の医療情報を巡回チームに提供するとともに、帰国後は海外巡回健康相談で得ら

れた問診票を海外勤務健康管理センターでデータベース化し、次の巡回チームへ提

供することで相互連携を強化し、現地のニーズに対応できるようにした。 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

 また、赴任地先の医療

サービスの向上に資する

ための現地医療関係者を

対象とした研修及び交流

を実施するとともに、研

修効果の評価を行い、結

果を次回研修に反映す

る。 

③ 現地医療関係者を対象とした研修及び交流 

ア 海外友好病院からの受入れ 

海外友好病院から医療関係者を招聘し「日本における医療制度、診療システム及

び日本の文化について」の研修を実施した。研修内容の充実を図るため帰国後に研

修報告書を提出させた。また、研修生が現地医療機関で研修成果を活かし、海外勤

務者が現地の医療機関に安心して受診できるよう日本語表記の案内表示を設置や日

本語のパンフレットの整備等医療環境の体制整備が図られた。 

平成１６年度には一部海外友好病院とのインターネットＴＶを用いた日本人患

者からの相談システムの構築や、日本人スタッフの配置、日本語パンフレットの整

備を行い、現地で日本人が適切でより良質な医療を受けられるような改善が行われ

た。 

イ その他の受入れ 

ＪＩＣＡ集団研修や海外の医療機関から研修生を受け入れ「日本の医療環境を理

解する医療研修」や「日本の診療システムの研修」を行うことで、現地で日本人が

適切でより良質な医療を受けられるような環境整備を図った。 

研修生受入人数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

14人 16人 22人 20人 25人 97人 
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評価シート（１１） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

４ 産業保健関係者に対して

研修又は相談、情報の提

供、その他の援助を行うた

めの施設の運営業務 

４ 産業保健関係者に対して

研修及び相談、情報の提

供、その他の援助を行うた

めの施設の運営業務 

４ 産業保健関係者に対して研修及び相談、情報の提供、その他の援助を行うための施設の

運営業務 

Ａ 

3.73 

Ａ 

4.45 

Ａ 

4.33

Ａ 

3.67

 

Ａ 

3.70

Ａ 

3.98 

産業保健推進センターに

おいては、労働災害防止計

画に定める労働者の健康確

保対策の推進に寄与するこ

とを基本方針として、産業

保健関係者に対する支援を

行うこと。 

産業保健推進センターに

おいては、労働災害防止計

画に定める労働者の健康確

保対策の推進に寄与するこ

とを基本方針とし、以下の

取組により、産業保健関係

者に対する支援機能を強化

する。 

産業保健推進センターにおいては、労働災害防止計画に定める労働者の健康確保対策の

推進に寄与することを基本方針とし、以下の取組により、産業保健関係者に対する支援機

能を強化した。 

      

(１) 産業保健関係者に対す

る研修又は相談の実施 

(１) 産業保健関係者に対す

る研修又は相談の実施 

(１) 産業保健関係者に対する研修又は相談の実施       

中期目標期間中、産業

医等の産業保健関係者に

対し、延べ１万回以上

（※１）の研修を実施す

るとともに､研修内容等

の改善を図る仕組みを充

実すること。 

また､産業保健関係者

からの相談を、中期目標

期間中、４万８千件以上

（※２）実施すること。 

なお、研修又は相談の

利用者については、産業

保健に関する職務を行う

上で有益であった旨の評

価を８０％以上確保する

こと。 

（※参考１：平成１４

年度実績１，９１６回×

５年間の５％増） 

（※参考２：平成１４

年度実績９，０９８件×

５年間の５％増） 

① 産業医等の産業保

健関係者に対する研

修については、ニー

ズ調査やモニター調

査等の結果に基づ

き、研修のテーマや

内容に関する専門家

による評価を行い、

研修内容の質の向上

を図る。 

また､利便性の向

上の観点から、イン

ターネット等多様な

媒体を用いた研修案

内、研修の申込受付

を実施する。 

① 研修の質の向上を図るため、産業保健モニター制度の創設、評価担当産業保健相談

員の選任等を行い、業務内容等の改善を図る仕組み（計画－評価－実施－改善という

下記アからオまでの取組を継続的に実施する仕組み）を確立し運用したことにより、

産業保健関係者に対する研修又は相談の実施について、継続的に高い評価を受けてい

る。 

ア ニーズ調査、産業保健モニター制度等によるニーズ調査 

イ 専門家等の意見を踏まえた事業計画の策定 

ウ 事業計画に基づく事業の実施 

エ 評価担当産業保健相談員等による事業実績の評価 

オ 評価結果を踏まえた事業の改善 

そのほか、社会的事象等に応じ、時宜を得た研修、相談を実施した。 

・新潟県中越地震で被災された労働者等の健康相談に迅速に対応するため、新潟産業

保健推進センターにフリーダイヤルによる無料健康相談を設置した。 

・アスベストによる健康障害の発生が社会的に大きな問題となったことから、平成 

１７年７月の「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」における「アスベス

ト問題への当面の対応」の取りまとめに先立ち、産業保健推進センターに健康相談

窓口を設置し、産業保健関係者に加え労働者、離職者、家族等に対し、健康等に関

しての相談を実施 

・岡山産業保健推進センターにおいて行った石綿飛散現場でのマスクもれ率に関する

調査結果のデータを基にした「防じんマスク着用等のばく露防止対策研修」を全国

的に開始した。 

・過重労働による健康障害防止に資するため、産業医が行う長時間労働者に対する面

接指導に関する研修を実施 

・産業医等の母性健康管理に関する資質の向上を図り、企業における母性健康管理体

制の整備を進めるための必要な知識を付与することを目的として、働く女性の母性

健康管理に関する研修を全国的に開始 

・人事労務担当者等に対するカウンセリング能力の向上のための研修を実施 

・鳥・新型インフルエンザの研修会を全センターで１１６回開催 

・地域ごとに把握したニーズに基づき、産業医の実務に関する小グループによる事例

検討、産業医職場巡視のための実地研修等を積極的に導入し、実習・実践的研修の

実施割合を向上 

・各産業保健推進センターのホームページを活用し、研修の案内（全センター）及び
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

申込受付（平成１６年度３１センター）を開始し、平成１９年度からは全センター

でホームページでの研修案内、申込受付を実施。各産業保健推進センターが発行す

る情報誌にも研修案内を掲載 

・平成１７年度から近隣センターとの研修の共同開催を開始した。 

・第１１次労働災害防止計画の重点対策の一つである、メンタルヘルス対策について

は、その取り組み方が分からない事業場が多いことから、センターが委嘱した促進

員が、事業場への個別訪問を中心に、平成２０年度は６，７４５事業場に対して国

のメンタルヘルス指針の周知を行った。 

産業保健関係者に対する研修回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

2,623回 2,844回 3,058回 3,291回 3,439回 15,255回

産業保健関係者からの相談件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

10,383件 15,036件 12,116件 13,725件 13,770回 65,030回

・研修利用者・相談利用者から中期目標期間中、常に９０％以上の利用者から有益で

あった旨の評価を得た。 

研修の利用者について、産業保健に関する職務を行う上で有益であった旨の評価の

割合 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

92.7％ 91.2％ 91.2％ 92.5％ 92.1％

相談の利用者について、産業保健に関する職務を行う上で有益であった旨の評価の

割合 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

99.0％ 95.9％ 97.9％ 98.3％ 99.0％

産業保健関係者の研修受講者数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

75,568人 81,420人 85,949人 91,253人 98,666人 432,856人 

アスベスト相談件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

― 4,434件 585件 185件 147件 5,351件

ＨＰからの研修申込件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

5,019件 6,607件 10,950件 14,891件 17,078件 54,545件

実践的研修実施率 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

31.0％ 36.8％ 40.1％ 43.5％ 43.2％
 

 ② 産業保健関係者から

の相談については、多

様な分野の専門家の確

保、インターネット等

多様な媒体での相談の

受付等により、質及び

利便性の向上を図る。 

② 産業保健関係者からの相談の質及び利便性の向上 

・各産業保健推進センターにおいて、それぞれ、産業医学、労働衛生工学、メンタル

ヘルス、労働衛生関係法令、カウンセリング、保健指導の分野の専門家を産業保健

相談員として委嘱し、産業保健推進センター業務の企画・運営に活用するととも

に、窓口相談を始め、電話、ファックス、ホームページを利用して、産業保健関係

者からの相談に対し、専門的見地からの回答を行った。 

インターネットによる相談件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

693件 806件 989件 1,191件 1,392件 5,071件

・産業保健推進センター事業による効果把握のための実態調査の実施（平成１８年度
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

実施） 

産業保健推進センター利用者（産業医、衛生管理者、保健師等）に対し、事業の

利用が各職場にどのような影響を及ぼしたか事業効果を検証した。 

調査の結果、産業保健推進センターを利用した産業医、衛生管理者、保健師等の

産業保健関係者の８５％において能力向上が図られ、そのうちの９０％が所属事業

場の産業保健活動改善のための具体的行動を取り、その結果として、最終的には利

用者全体の７０％の事業場において労働者の健康状況の改善につながったことが明

らかになった。 
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評価シート（１２） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

         

(２) 産業保健に関する情報の

提供その他の援助 

(２) 産業保健に関する情報の

提供その他の援助 

(２) 産業保健に関する情報の提供その他の援助 Ａ 

3.55 

Ａ 

3.55 

Ａ 

3.67

Ａ 

3.56

Ａ 

3.60

Ａ 

3.59 

ホームページ等を通じて

産業保健に関する情報を提

供するとともに、当該情報

の質の向上、利便性の向上

を図ること。 

また､地域の産業保健活

動の促進を図るため、都道

府県労働局、労働基準監督

署と連携し、地域産業保健

センターに対する支援を強

化するとともに、事業主に

対する広報及び啓発等を行

うこと。 

① 産業保健関係者に対

し、年４回発行する情報

誌及びホームページ等に

より、産業保健に関する

情報の提供を行うととも

に、専門家の意見の反映

により、提供する情報の

質の向上を図り、中期目

標期間中、ホームページ

のアクセス件数を１１２

万件以上（※）得る。 

また、ビデオ・図書の

計画的な整備を行い、そ

のリストをホームページ

上で公開する。 

（※参考：平成１４年

度実績１９２，４９７件

×５年間の１５％増） 

① 産業保健関係者に対する情報提供の質の向上 

ⅰ ホームページの更新 

ホームページを適宜更新し、最新の産業保健情報を掲載した。 

ホームページ更新回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

2,154回 3,202回 3,380回 3,949回 4,623件 17,308件

ⅱ 情報の質を高めるための検討委員会 

提供する情報の質を向上させるため、機構本部においては、外部の有識者等からな

る検討委員会を設置し、中期目標期間中、年１回審議を行うとともに、各産業保健推

進センターにおいては、産業保健相談員会議を開催し、審議を行った。 

産業保健相談員会議開催回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

153回 145回 148回 143回 140回 729回 

ⅲ ホームページのアクセス解析による多元的評価 

平成１８年度に東京産業保健推進センターのホームページを例としてアクセス解析

を行い、その解析内容を分析・検討し、ホームページについて多元的な評価を行うと

ともに、そのデータを参考として各産業保健推進センターにおいてホームページの充

実を図った。 

ⅳ アクセス数の増 

上記に記した努力を継続した結果、アクセス数は大幅にアップし、中期目標期間中

の５年間で中期計画を大幅に上回る４４８万件を確保した。（対中期計画 

４００．０％を達成） 

産業保健推進センターホームページのアクセス件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

489,899件 638,258件 832,429件 1,179,015件 1,340,340件 4,479,941件

ⅴ 情報誌・メールマガジンの活用 

ア 機構本部 

・情報誌「産業保健２１」 

産業保健関係者に対し、産業保健活動に資する情報を提供するため、機構本部

において、情報誌「産業保健２１」を中期目標期間中に毎年２８６，０００部

（平成２０年度は２８４，０００部）発行し、以下のような時宜を得た情報を特

集し、企業を通じて産業医、産業看護職、衛生管理者等に配布した。 

【平成１６年度】 

「海外勤務者の健康管理」 

「うつ病対策に取り組むために」 

【平成１７年度】 

産業保健の普及、教育の視点から、情報誌「産業保健２１」を４７都道府県

の教育委員会、地域保健担当部局へも送付を始めた。 

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰をめぐって」 

「石綿による健康障害防止のために」 

「労働安全衛生法の改正について」 

【平成１８年度】 

「『石綿による健康被害の救済に関する法律』の成立と『アスベスト問題に

係る総合対策』をめぐって」 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

「産業保健推進センター事業による事業効果の把握のための実態調査」結果

を「産業保健２１」及びホームページに掲載した。 

【平成１９年度】 

「職場における自殺予防対策」 

「職場における母性健康管理」 

【平成２０年度】 

「新型インフルエンザ対策」 

「地域産業保健センターにおけるメンタルヘルスケア支援事業」 

「特定健康診査・特定保健指導における産業保健担当者の役割」 

イ 各産業保健推進センター 

・情報誌 

地域に即した産業保健情報を提供するため、各産業保健推進センターにおいて

産業保健情報誌を発行し、企業を経由して地域の産業医、産業看護職、衛生管理

者等に配布するとともに、研修の案内・受付、ビデオ・図書のリストの掲載、頻

繁な更新など、各産業保健推進センターのホームページの内容を充実させた。 

産業保健推進センター情報誌の発行部数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

604,850部 595,455部 605,905部 600,276部 602,012部 3,008,498部

ビデオ・図書の整備件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

77,834件 81,772件 82,687件 86,800件 89,417件 418,510件

ビデオ・図書の貸出件数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

67,351件 65,095件 67,337件 69,910件 74,731件 344,424件

・メールマガジン    

平成１８年度からメールマガジンの配信を６か所の産業保健推進センターで開

始し、平成２０年度には４７か所の全産業保健推進センターに拡大した。 

・産業保健関係者との連携による調査研究 

産業保健推進センター活動の進展により、各地域の産業保健推進センター相談

員と産業医等、産業保健スタッフが共同して地域の産業保健上の問題に関する調

査研究を実施している。 

区 分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計

産業保健推進センター数 30 28 32 30 28 148

調査研究数 30 26 26 28 26 136

（研究内容及び成果の活用例） 

「アスベストに関する研究」（岡山産業保健推進センター） 

アスベスト除去作業に従事する多くの労働者のマスクが正しく着用されて

おらず、許容される濃度よりはるかに高いアスベスト粉じんを吸入している

ことを初めて明らかにした。調査研究結果を報告書として公表し、日本産業

衛生学会等各種学会・研究会で発表するとともに産業保健推進センターにお

ける「防じんマスク着用等のばく露防止対策研修研修会」（平成２０年度 

１４３回開催）に活用した。また、行政へ情報提供を行い、電動ファン付き

マスクの使用の義務化等、解体作業等における石綿ばく露防止対策等の充実

のための検討に活用されている。 

「産業医のメンタルヘルスとの関わりを中心とした研究」（北海道・青森・岩

手・宮城・秋田・山形計６センター） 

北海道・東北ブロックの広域において、産業医、事業主、労働者に対しメ
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

ンタルヘルスに関する調査を行い、それぞれの調査結果の相関関係について

分析した。分析結果及び問題点を各産業保健推進センターにおける、メンタ

ルヘルス関係の研修において紹介している。 

「職場復帰についての事業場の実際の取組み等の調査研究」（大阪産業保健推

進センター） 

大阪府下の事業場に対し、メンタルヘルス不調者の職場復帰に際しての現

状調査を行い、復職判断方法、復職後の措置等、事業場における復職に係る

取組について分析した。 

大阪府が職場復帰について取り組むにあたり、本研究の成果を参考にする

と発表（平成１９年１０月１０日付けの日本経済新聞、読売新聞の紙面で紹

介）。 

「企業での過重労働・メンタルヘルス対策に対して産業保健はどのようなアプ

ローチを取りうるか」（福井産業保健推進センター） 

過重労働による脳・心疾患による労災申請及び労災認定件数の増加により

過重労働・メンタルヘルス対策についての具体的対策が求められていること

から、企業経営者の問題意識を調査した。その結果、「何をしたらよいの

か」等企業担当者のマネジメント不足が最も多く、過重労働・メンタルヘル

ス対策を困難にしていることが判明した。この結果を受けてセンターでは、

精神科医と産業医や企業の保健スタッフと連携を図り、情報交換や問題検討

を行うことを目的に、１年以上かけて準備を進めて平成２１年４月、「福井

産業保健推進ネットワーク研究会」を設立し、約８０人が出席した。このこ

とは、地元新聞やＴＶニュース等複数のメディアで大きく報道された。 

「労働衛生管理の現状と課題」（愛媛産業保健推進センター） 

センターでは平成１８年に労働衛生を中心とした各種の情報の提供、相互

の連携、自己研鑽の支援等を行うための団体として「えひめ衛生管理者交流

会」を発足させ、労働者数５０人以上の事業場の衛生管理者３９０名が参加

しているが、その中で、産業保健スタッフ側にも問題があることがわかった

ことから、本調査研究を行うこととした。その結果、新しい手法（RA、

OSHMS）や新たな課題（メンタル、過重労働対策）に対応できていない現状

や、産業医活動の低調等問題点、議題や審議不足の衛生委員会など多くの課

題があることが判明したことから、センターは労働局、県医師会、労働基準

協会に呼びかけ「産業保健四者連絡会議」を発足させた。調査結果は、リー

フレットにまとめ、事業所や県・市町村にも配布した。 

「中小規模事業場における主体的な健康職場づくりの推進・普及に向けて」

（東京産業保健推進センター） 

中小規模事業場は主体的な産業保健活動が低調であることから、アンケー

トや事業場担当者から直接意見を聞きながら、「元気職場づくり推進マニュ

アル」を作成し、日本産業衛生学会で発表し、ホームページ上で公開した。 

「女性労働者の月経周期と閉経に伴う諸症状が労働のあり方と健康に及ぼす影

響」（福岡産業保健推進センター） 

女性労働者の月経周期と閉経に伴う諸症状、生活環境、労働条件及び労働

環境などに関する実態を把握し、その結果を基に、「女性労働者の快適職場

環境づくりのための産業保健活動支援チェックリスト」を作成し、女性医療

フォーラムで配布した。また、日本産業衛生学会で発表し、労務管理担当者

を対象とした実務誌にも２回紹介された。現在、認定産業医研修の実務研修

で使用している。 

 ② 各産業保健推進センタ

ーにおいて、地域産業保

② 郡市区医師会に設置されている地域産業保健センターへの支援及び事業主に対する啓

発活動 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20

健センター運営協議会に

おける助言を行うととも

に､地域産業保健センタ

ーのコーディネーターに

対し、新任研修に加え、

年１回以上研修を実施す

る。また、事業主に対

し、ホームページ等多様

な媒体による広報及び啓

発を行う。 

ア 地域産業保健センターへの支援 

・中期目標期間中に地域産業保健推進センター運営協議会へ出席、助言を行った。 

地域産業保健推進センター運営協議会への出席回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

407回 420回 429回 434回 444回 2,134回

・新任のコーディネーターに対して、年２回のコーディネーター研修を中期目標期間

中、東京、大阪で毎年開催した。各産業保健推進センターにおいても、適宜、コー

ディネーター能力向上研修を実施した。 

コーディネーター能力向上研修開催回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

66回 75回 86回 76回 67回 370回 

地域産業保健センター登録医研修回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

36回 53回 76回 83回 70回 318回 

イ 事業主に対する啓発活動 

・中期目標期間中、ホームページ及び情報誌を用いて情報提供を行うとともに現下の

産業保健関係の問題等に関する事業主セミナーを開催した。 

事業主セミナーの開催回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

732回 674回 605回 533回 425回 2,969回
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評価シート（１３） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

５ 小規模事業場産業保健活

動支援促進助成金及び自発

的健康診断受診支援助成金

の支給業務 

５ 小規模事業場産業保健活

動支援促進助成金及び自発

的健康診断受診支援助成金

の支給業務 

５ 小規模事業場産業保健活動支援促進助成金及び自発的健康診断受診支援助成金の支給業務 Ｂ 

3.45 

Ａ 

3.64 

Ａ 

3.56

Ｂ 

3.44

Ｂ 

3.30

Ｂ 

3.48 

(１) 業績評価を踏まえた支

給業務の見直し及び透明

性の確保 

(１) 業績評価を踏まえた支

給業務の見直し及び透明

性の確保 

(１) 業績評価を踏まえた支給業務の見直し及び透明性の確保 

小規模事業場産業保健活動支援促進助成金について、平成１６年度評価に基づき支給規

程の一部改正により申請受付期間を５月末から６月末に延長し、支給回数を年２回から年

３回（新規）とした。また、業績評価委員会産業保健評価部会において、継続事業場の負

担軽減を図るよう意見が出され、平成１８年度から申請様式のプレプリント化を図り、併

せて支給業務日数の短縮を図った。 

      

助成金の支給業務に対

する業績評価を実施し、

それらを翌年度の業務へ

反映させるとともに、評

価結果については、積極

的に公表し、透明性を確

保すること。 

業績評価委員会におい

て、助成金の支給業務に

対する業績評価を行い、

業務内容の改善に反映す

ることにより、効果的・

効率的な支給業務を実施

するとともに、評価結果

については、評価結果に

ついては、ホームページ

等で公表し、透明性を確

保する。 

なお、業績評価の結果についてはホームページ等で公表した。       

(２) 助成金に関する周知 (２) 助成金に関する周知 (２) 助成金に関する周知       

労働基準監督署、地域

産業保健センター等と連

携し、助成金の一層の周

知を図ること。 

ホームページなど多様

な媒体を用いた広報、労

働基準監督署、地域産業

保健センター等と連携し

た周知活動を実施する。 

助成金に関するホームページアクセス件数推移（機構ホームページ） 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

件数 14,604 16,165 23,065 22,541 20,274

・日本商工会議所及び全国中小企業団体中央会が行う研修（全国５８か所）時にパンフレ

ットを配布したり、労働衛生関係団体及び業界団体に対しポスター、パンフレット等を

配布した。 

・関係団体の発行する機関誌等に助成金に関する記事を掲載した。 

・平成１９年度に厚生労働省は産業医の共同選任事業を効果的・効率的なものとするため

制度を見直した。これを受けて新たな制度の周知及び円滑な運用のため、利用者向けリ

ーフレットの作成を行った。 

・情報誌「産業保健２１」に助成金に関する記事を掲載し、アンケート調査を行った。 

「産業保健２１」読者アンケート結果推移（助成金活用事例） 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

助成金がわかりやすい、満足のいく内容 － － 64.0％ 79.2％ － 

・関係機関に助成金周知への協力依頼を行った 

・事業場への利用勧奨を行った。 

      

(３) 手続の迅速化 (３) 手続の迅速化 (３) 手続の迅速化       

審査を適正に行うとと

もに、効率化を図ること

等により、中期目標期間

中に、申請書の受付締切

日から支給日までの期間

を原則として、小規模事

業場産業保健活動支援促

支給業務のマニュアル

化等事務処理方法の見直

しを図るとともに、助成

金業務に関する会議を毎

年開催し、その内容を徹

底する｡また､不正受給防

止を図るため、必要に応

事務処理の効率化・負担軽減、利便性の向上を目的として、申請様式のプレプリント化

等助成金システムのプログラムの改善や更新を図った。その結果、両助成金とも既に支給

業務日数の中期目標を達成することができた。 

平成１９年度、２０年度の自発的健康診断受診支援助成金支給業務日数は年度途中で予

算枠を超過し、翌年度支給としたための遅延が生じ、２５日を超える日数となったが、そ

の要因を除けば２４日と中期目標の２５日以内を達成している。 

なお、予算枠については、２１年度予算を増額したところである。 

      



- 54 - 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

進助成金については、４

５日以内（※１）、自発

的健康診断受診支援助成

金については、２５日以

内（※２）とすること。 

（※参考１：平成１４

年度実績 ６１日） 

（※参考２：平成１４

年度実績 ２５日） 

じて情報収集、実態調査

を実施する。 

申請書の受付締切日から支給日までの期間の推移 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

小規模事業場産業保健活動支援促進助成金 56日 51日 47日 44日 44日

自発的健康診断受診支援助成金 25日 24日 24日 29日

(24日)

26日

(24日)

      

  (４) 不正受給の防止等       

  産業保健推進センター所長会議等各種会議で不正受給防止への取組のため書類審査の

徹底を指示し、想定される不正受給に対する対応策を支給業務マニュアルとして配布し

た。 

さらに、小規模事業場産業保健活動支援促進助成金では毎年１０から２０の支給対象

事業場を訪問し、実態調査を行った（これまでの実態調査において不正受給は無し）。 

自発的健康診断受診支援助成金については、本助成金の支給対象となる健康診断が事

業主に義務付けられている深夜業従事者の年２回の健康診断の代替ではないことの趣旨の

理解を深めるため、支給申請用紙に直近の健康診断の実施年月日及び今後の実施予定月の

項目を追加し、事業主に記載させている。 

      

  (５) 助成金事業の効果の把握       

  ① 小規模事業場産業保健活動支援促進事業のアンケート調査結果 

本事業の主な具体的効果としては、「従業員の健康に対する意識が変わった」が５割

強、「従業員への衛生・健康教育が充実した」、「従業員の健康診断受診率が向上し

た」が３割前後など本事業に対する一定の効果があったとの評価を得ている。今後、新

たな制度を利用する事業者に対して、新制度の使い勝手等についての調査の実施を別途

検討する。 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

従業員の健康に対する意識が変わった 54.1% 55.6% 52.3% 55.1% － 

従業員への衛生・健康教育が充実した 31.5% 28.5% 34.1% 37.4% － 

従業員の健康診断受診率が向上した 28.2% 33.0% 27.5% 24.0% － 

※ 当該調査時期を平成１９年度助成金終了事業場から翌年度の６月に実施するこ

ととした（平成１８年度までは、年度内（３月）に実施。）。 

      

  ② 自発的健康診断受診支援助成金のアンケート調査結果 

健康上の不安解消に役立ったとの回答が約８割と最も多く、意見要望としては助成金

額の増額、健診項目を増やすなどの意見が多い。 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

健康上の不安解消に（非常に）役立った － － 77.7％ 79.8％ 87.0％
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評価シート（１４） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

６ 未払賃金の立替払業務 ６ 未払賃金の立替払業務 ６ 未払賃金の立替払業務 Ａ 

3.55 

Ａ 

3.82 

Ａ 

3.67

Ａ 

3.89

Ｂ 

3.40

Ａ 

3.67 

(１) 立替払の迅速化 (１) 立替払の迅速化 (１) 立替払の迅速化       

審査を適正に行うとと

もに、効率化を図ること

等により、中期目標期間

中に、不備事案を除き、

請求書の受付日から支払

日までの期間を平均で３

０日以内（※）とするこ

と。 

（※参考：平成１４年

度実績 ４３．７日） 

審査業務のマニュアル

化の徹底等事務処理方法

の見直し、支払回数の拡

大を行うとともに、立替

払制度及びその請求手続

に関して、Ｑ＆Ａ方式に

より分かりやすく説明す

るなどホームページ等を

活用した情報提供を充実

する。 

不備事案を除いた、請求書の受付日から支払日までの期間（支払期間）を「平均３０日

以内」とする中期目標を達成するため、事務処理方法の見直し、支払回数の拡大、ホーム

ページ等を活用した情報提供の充実等の取組を行った。 

これらの取組の結果、支払期間は平成１６年度には３０．１日となり、平成１７年度以

降は「平均３０日以内」を確保し、中期目標を達成した。 

立替払請求件数は平成１９年度からは増加に転じ、特に、経済情勢の急激な悪化で、平

成２０年度下期においては、過去最高であった平成１４年度上期と並ぶ高い水準の立替払

請求件数（３５，２７１件）となり、また、平成２１年３月に至っては月間で史上最高の

立替払請求件数（８，３２５件）になるなどの状況となったが、審査処理体制の強化を図

りつつ精力的に取り組んだ結果、中期目標で示された「平均３０日以内」を堅持した。 

支払期間の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

30.1日 29.6日 28.6日 25.6日 29.1日 

① 事務処理方法の見直し 

・疑義事例検討会や新任職員研修を開催して、事務の定型化、標準化を図った。 

・平成１８年度には、審査マニュアル及び疑義事例集を作成し、新任職員研修や疑義事

例検討会において活用することとした。 

・的確性を確保しつつ不備事案に対する処理方法を見直すことにより、迅速化を図っ

た。 

② 支払回数の拡大（原則週１回払の実施） 

立替払相談室の設置・相談業務の集約化、支払担当部門の支払業務への専任化によ

り、平成１６年度から立替払の支払回数を原則週１回に拡大した。 

支払回数の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

48回 50回 50回 51回 51回 

③ ホームページ等を活用した情報提供の充実 

・請求者及び破産管財人向けのパンフレットについては、新破産法の施行に基づく全面

的な見直し（平成１７年度）等、毎年見直し・作成を行っている。また、パンフレッ

トの配布先については、次のとおり順次拡大をした。 

  パンフレット配布先の拡大 

年度 配 布 先 

16年度 各都道府県労働局、各労働基準監督署、各地方裁判所

17年度 日本弁護士連合会を追加 

18年度 全国社会保険労務士会連合会、各都道府県社会保険労務士会を追加

19年度 全国労働基準関係団体連合会、労働時間等相談センターを追加

・ホームページについては、平成１６年度に、制度説明、記入要領、Ｑ＆Ａ等からなる

ページをスタートさせた。その後、平成１８年度に未払賃金立替払請求書・証明書の

ダウンロード機能の追加、平成１９年度にパンフレットのダウンロード機能の追加、

また、非常に関心の高い「未払賃金立替払制度に関するＱ＆Ａ」の抜本的な見直し、

平成２０年度においては「未払賃金立替払制度に関するＱ＆Ａ」等の数次にわたる更

新をし、内容の充実を図った。 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

ホームページのアクセス件数 

年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

件数 12,604回 17,650回 23,690回 37,348回 58,936回

対前年度比 ― ＋40.0％ ＋34.2％ ＋57.7％ ＋57.8％

④ 大型倒産事案への対応 

・大型倒産事案については、破産管財人等に対して、証明書作成前の事前指導等を実施

した。 

・平成１９年度に発生した制度発足以来最大規模の大型倒産事案（大手英会話学校：労

働者数約８千人（うち外国人約５千人））に対処するため、破産管財人への十数回に

わたる綿密な事前指導の実施、電子データによる情報の授受、未払賃金額等の事前審

査等により、円滑な事務処理を進めた。また、外国人労働者向けに英語による相談窓

口を開設した。 

・平成２０年度においては、大型の立替払を行った企業が増大し、それらに対する事前

審査や指導を実施した。 

(２) 立替払金の求償 (２) 立替払金の求償 (２) 立替払金の求償       

代位取得した賃金債権

について適切な債権管理

及び求償を行い、破産財

団からの配当等について

確実な回収を行うこと。 

立替払の実施に際し、

立替払後の求償について

事業主等に対して周知徹

底を図るとともに、破産

事案における確実な債権

の保全、再建型倒産事案

における弁済の履行督励

等を適時適切に行うこと

により、弁済可能なもの

について最大限確実な回

収を図る。 

事業主等に対して求償等について周知を図り、適切な債権の保全管理や最大限確実な回

収を図るため、差押えなどを積極的に推進するなど、次のような取組を行った。 

① 事業主等に対し、立替払制度の趣旨や当機構の求償権行使について、ホームページ、

パンフレット等により一層の周知徹底を図った。 

② 破産事案における確実な債権の保全 

破産事案については、管財人に対する賃金債権代位取得の事前通知を徹底し、債権届

出を要する案件の全件について迅速な届出を行い、裁判手続に参加した。 

また、インターネットによる官報検索を行い、清算・配当情報を収集して、確実な債

権管理を行った。 

破産債権届出及び配当等状況 

区  分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

債権届出件数 2,217 1,980 2,153 2,549 2,934

配当事業所数 921 872 1,051 1,211 1,339

年度末破産手続参加中の事業所数 3,979 3,742 2,237 2,245 2,457

③ 再建型倒産事案における弁済の履行督励 

再建型の事案については、債務承認書又は弁済計画書が未提出となっている事業所すべ

てについて提出督励を行い、また、弁済不履行となっている事業所すべてについて弁済督

励を行った。 

提出督励等状況 

区  分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

提出督励回数 360 402 414 158 115 

提出件数 － 114 56 101 73 

弁済督励等状況 

区  分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

弁済督励回数 198 234 381 279 211 

弁済件数  － 64 64 77 34 

④ 事実上の倒産の適時適切な求償 

事実上の倒産の事案については、平成１９年度から個々の債権の回収可能性や費用効

率を勘案しつつ、求償通知、債務承認書等提出督励、弁済督励等を計画的に実施すると

ともに、売掛金等債権の的確な確認を行い、差押え等を行った。 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

求償通知等状況 

区 分 19年度 20年度 

求償通知件数 2,664 2,770 

債務承認書等提出件数 248 306 

弁済件数 16 5 

提出督励等状況 

区 分 19年度 20年度 

提出督励件数 3,284 4,098 

債務承認書等提出件数 156 185 

弁済件数 10 12 

弁済督励等状況 

区 分 19年度 20年度 

弁済督励件数 221 140 

弁済計画書等提出件数 45 20 

弁済件数 17 13 

差押え状況 

区 分 19年度 20年度 

差押え件数 4 16 

回収件数 4 10 

その他、平成２０年度に、必要に応じた現地調査を７件行った。 
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評価シート（１５） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

７ リハビリテーション施設

の運営業務 

７ リハビリテーション施設

の運営業務 

７ リハビリテーション施設の運営業務 Ｂ 

2.91 

Ａ 

3.82 

Ａ 

3.67

Ａ 

3.89

Ａ 

3.60

Ａ 

3.58 

リハビリテーション施設

については、入所者の自立

更生の援助という目的に応

じた、より効果的な運営を

行うとともに、入所者個々

の状況に応じた適切な生

活・健康管理の下で軽作業

に従事させることにより自

立能力の確立を図りつつ、

カウンセリング、就職指導

等を行うことにより、中期

目標期間中に、社会復帰率

を２５％以上（※）とする

こと。 

（※参考：平成１０～１

４年度実績 ２１．０％） 

(１) 各人の適性に応じた社

会復帰プログラムの作成

や就職指導等により自立

能力を早期に確立する。 

(１) 自立能力の早期確立のための取組 

入所者の自立能力を早期に確立するため、入所者ごとに社会復帰プログラムを作成

し、定期的（３か月に１回）にカウンセリングを実施する等の支援を行い、社会復帰

意欲を喚起した。 

その結果、社会復帰率は平成１６年度は２２．１％、平成１７年度は２３．７％と

徐々に改善し、平成１８年度以降中期目標を達成している。 

社会復帰率の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

22.1％ 23.7％ 26.0％ 30.4％ 32.6％
 

      

(２) 国の都道府県労働局等

との連携による就職情報

の提供、障害者合同就職

面接会等への参加奨励、

個別企業に対する求人開

拓等により、早期の就職

を支援する。 

(２) 都道府県労働局等との連携による就職支援等 

都道府県労働局（ハローワーク）、地域障害者職業センター等関係機関と積極的に

連携し、入所者に対する求人情報の提供、障害者合同就職面接会への参加奨励、地域

障害者職業センターの専門カウンセラーによる作業指導・助言などの支援を行うとと

もに、社会福祉関係機関とも連携して、社会復帰を支援した結果、中期目標期間中に

７９名が社会復帰した。 

社会復帰者数の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

14名 19名 15名 21名 10名 79名 
 

      

  (３) 作業所の見直し 

平成１７年度に厚生労働省独立行政法人評価委員会及び総務省政策評価・独立行政

法人評価委員会から作業所の抜本的見直しが必要との指摘があったことを受け、機構

に「労災リハビリテーション作業所の今後のあり方に関する有識者懇談会」を設置

し、検討を進めた。 

平成１７年１２月に、同懇談会から「在所者の社会復帰の促進や作業所の効率的利

用に一層配慮しつつ、再編に取り組むことが適切である」との提言を受け、平成１８

年６月に、北海道・広島両作業所の平成１９年度中の廃止を決定した。 

在所者の高齢化・在所期間の長期化、ふさわしい受入施設の不足等により、在所者

の希望に沿った退所先の確保が極めて困難な状況にあったが、関係機関と連携を図り

つつ平成１９年１２月１２日に全所員の退所を完了し、平成２０年３月３１日をもっ

て両作業所を廃止した。 

また、平成２０年度末 に７０歳以上である在所者について、転所先である施設等の

著しい不足の中、関係機関との連携を図りつつ、退所先の確保に努めた結果、１４名

のうち８名が退所した。 
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評価シート（１６） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

８ 納骨堂の運営業務 ８ 納骨堂の運営業務 ８ 納骨堂の運営業務 Ｂ 

3.36 

Ａ 

3.55 

Ｂ 

3.44

Ａ 

3.56

Ｂ 

3.40

Ｂ 

3.46 

産業災害殉職者の慰霊の

場にふさわしい環境整備を

行い、遺族等から慰霊の場

としてふさわしいとの評価

を８０％以上得ること。 

毎年、産業殉職者合祀慰

霊式を開催するほか、遺族

への納骨等に関する相談窓

口の設置及び植栽による環

境美化を行う。 

また、産業殉職者合祀慰

霊式の開催時に満足度調査

を実施し、その結果を業務

内容の改善に反映する。 

(１) 天皇皇后両陛下の行幸啓 

   開堂以来、毎年産業殉職者合祀慰霊式の実施、さらには、慰霊の場にふさわしい環境

整備等、永年にわたる取組が認められ、平成 

２１年３月２３日に天皇皇后両陛下が産業殉職者を慰霊されるため行幸啓になった。 

(２) 産業殉職者合祀慰霊式の開催 

産業殉職者合祀慰霊式を毎年開催し、平成１９年度には、５年に一度の皇太子殿下御

臨席のもと開催した。 

(３) 納骨等に関する相談窓口の設置 

遺族等からの納骨等の相談等に応じるため、相談窓口を開設し、相談等に応じた。 

(４) 納骨堂の環境美化、環境整備 

植栽等による環境美化、納骨堂及び遺族休憩所の改修工事により、慰霊の場にふさわ

しい環境作りを進めた。 

(５) 満足度調査の実施及び結果の業務への反映 

・平成１６年度から慰霊式に参列した遺族等に対して満足度調査を実施しており、平成

１７年度からは、評価委員会の御指摘を踏まえ、対象を日々の参拝者にも拡大して実

施している。 

・満足度調査では、８０％を超える遺族等から慰霊の場としてふさわしいとの高い評価

を得ている。 

慰霊の場としてふさわしいとする評価の割合 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

参列者 87.9％ 89.5％ 93.3％ 90.7％ 91.7％ 

参拝者 － 90.7％ 88.9％ 91.8％ 89.8％ 

平 均 － 90.1％ 92.9％ 90.8％ 91.3％ 

・満足度調査の結果に基づき、次のような業務内容の改善を行った。 

① 慰霊式 

【平成１７年度】 

・開催時期の変更 ９月→１０月 

・開催時間の変更 １４時３０分→１３時３０分 

【平成１９年度】 

・喫煙場所の制限、仮設トイレの設置等 

      【平成２０年度】 

・遺族の要望から慰霊式の音楽（ＢＧＭ）を音楽隊、合唱団によるものに変更し

た。 

② 納骨堂 

【平成１９年度】 

・外壁塗装、身障者トイレの増設、広場の舗装等 

      【平成２０年度】 

       ・管理棟前のバリアフリー化工事 
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評価シート（１７） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

第４ 財務内容の改善に関する

事項 

第３ 予算、収支計画及び資金

計画 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 Ａ 

3.73 

Ａ 

3.91 

Ａ 

3.78

Ｂ 

3.00

Ｂ 

2.90

Ｂ 

3.46 

         

「第２ 業務運営の効率化

に関する事項」で定めた事項

及び次の事項に配慮した中期

計画の予算、収支計画及び資

金計画を作成し、当該計画に

基づいた運営を行うこと。 

１ 中期目標中「第２ 業務

運営の効率化に関する事

項」で定めた効率化目標及

び次の事項を踏まえた予

算、収支計画及び資金計画

を作成する。 

１ 中期目標で定めた一般管理費、事業費等の効率化目標及び労災病院においては、中期目

標期間の最終年度において収支相償を達成するという目標を踏まえた年度計画を各年度に

おいて作成した。年度計画に基づく業務運営の結果は、平成１６年度から平成２０年度ま

での各年度における財務諸表及び決算報告書のとおりである。 

      

(１) 独立行政法人移行後の

労災病院においては、勤

労者医療の中核的役割を

的確に果たしていくた

め、中期目標期間中にお

いて、計画的に経営改善

を図り、経営基盤を確立

し、収支相償（損益均

衡）を目指すこと。 

(１) 労災病院については、

中期目標期間中におい

て、新入院患者の増を図

ること等により診療収入

を確保しつつ、人件費の

適正化、物品調達コスト

の縮減、効率的な設備投

資等による経費の縮減を

図ることにより、計画的

に経営を改善し、収支相

償（損益均衡）を目指

す。 

(１) 平成２０年度までに収支相償を目指すという中期目標・中期計画を確実に達成するた

め、各年度計画において損益改善の計画を作成するとともに、労災病院が取り組むべき

事項、方向性を示した「機構運営方針（労災病院編）」を年度ごとに策定・指示し、そ

れを踏まえて様々な取組を行った。 

その結果、平成１６年度から平成１８年度における当期損益では、毎年度改善が図ら

れ、収支相償に向けて欠損額を着実に縮小させてきた。 

平成１９年度は、平成１８年の診療報酬マイナス改定（△３．１６％）の影響がより

強く残り、かつ、医師不足看護師不足が急速に進展する中、急性期医療を担う医療機関

として、短期的な利益に止まらず、中・長期的な視点から、医療の質の向上と安全の確

保を目指すための診療体制の整備・強化（計画的な医療機器の整備及び医師の確保・看

護師の大幅な増員等の将来に向けた投資）を図った結果、「経常損益」の改善は小幅に

止まらざるを得ず、「当期損益」については、増改築終了に伴う固定資産除却損（臨時

損益；解体工事費等）の増加等により、平成１８年度に比べ若干の悪化となった。 

平成２０年度は、中期目標期間の最終年度に当たることから、あらかじめ病院長との

個別協議を重ね、より効率的な医療の提供を呼びかけるとともに、機器整備等の投資的

経費についても計画的な抑制を図るなど、収支相償に向けた取組を強化した。その結

果、各病院の収支面では平成１９年度に比べ大幅な改善を見た。 

しかしながら、平成１９年度に発生したサブプライムローン等の影響による厚生年金

基金資産の運用利回りの悪化に伴う年金資産の減少相当額を、会計基準にのっとり退職

給付費用として計上（合計１７０億円のうち平成２０年度計上分が２４億円）したこと

に加えて、平成２０年度においても金融危機の影響により厚生年金基金資産の運用利回

りの悪化が加速したことから更に１２億円を計上し、合計３６億円の退職給付費用を年

金資産減少分に見合う費用として計上した。 

このため、平成２０年度の当期損益は、平成１９年度の△４７億円に比べて△４３億

円と、４億円の改善に止まらざるを得なかったが、これら平成１９年度以降に発生した

年金資産の減少分に見合う費用計上を除いた医業活動に限ってみれば７億円の欠損まで

改善しており、収支相償に向けた医業活動上の努力は着実に成果を上げつつあり、その

改善率は平成１５年度比で９６．３％（１５年度：△１９１億円→２０年度：△７億

円）となっている。 

労災病院の損益 

区 分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

当期損益 △128億円 △73億円 △42億円 △47億円 △43億円

経常損益 △111億円 △67億円 △45億円 △35億円 △41億円

① 労災病院に対する経営指導・支援 

ア 労災病院に対する病院運営支援・経営指導の強化を図るため、平成１６年度に本

部に「経営改善推進会議」を設置し、経営改善に向けた新たな制度や新たな経費節

減方策の導入・決定や、新たな施設基準の取得、高点数の施設基準取得を検討し実
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

施するとともに、患者数・診療単価等の経営指標をもとに随時経営状況のフォロー

アップに努めた。 

イ 「本部・病院間協議（病院協議）」を年度ごとに実施し、個々の病院ごとの経営

分析や財務諸表に基づき、平成２０年度までの経営目標及び目標達成のための具体

的取組等について協議を行い、運営計画を策定するとともに、その実現に向けた取

組について病院に対し指示を行った。また、運営計画と上半期の結果を照らし合わ

せ、患者数・診療単価等の経営指標に基づき下半期の経営目標を策定させるととも

に、逐次ヒアリングを実施しフォローアップに努めた。 

ウ 各年度における年度計画の達成が危惧される病院に対して、本部主導による「経

営改善報告書」を提出させ協議を実施した。 

② 収入確保及び支出削減対策の具体的な取組 

ア 収入の確保 

本中期目標期間は、平成１６年度の△１．０％の診療報酬マイナス改定に引き続

き、過去最大の下げ幅となった平成１８年度の△３．１６％のマイナス改定、平成

２０年度の△０．８２％のマイナス改定、平成１６年４月の新医師臨床研修制度発

足等を背景に顕在化した深刻な医師不足に伴う診療科の休止等、病院経営にとって

過去に類を見ない大変厳しい環境下にあった。この状況下において、医療の質の向

上と安全の確保を図りつつ、診療収入への影響を最小限に止めるため、全労災病院

に対して収入確保対策の助言・指導等を行い、新たな施設基準及び上位施設基準の

早期取得、地域医療支援病院の取得、ＤＰＣへの移行等を図り、診療単価アップに

よる診療収入の確保に努めた。 

イ 給与費 

事務職員等の削減に加え、給与及び賞与カットを実施し、給与費の削減に努力し

た。 

【平成１６年度】 

・賞与支給月数を０．１６月カット、１２月期期末・勤勉手当に係る管理職加算

割合を半減 

【平成１７年度】 

・事務職員数の縮減、職員俸給２．５％カット、賞与支給月数を更に０．１４月

カット、期末・勤勉手当に係る管理職加算割合の半減措置を継続 

【平成１８年度】 

・期末手当支給月数を０．１月カット、賞与支給月数０．３月カットを継続、期

末・勤勉手当に係る管理職加算割合を更に１００分の２カット 

【平成１９年度】 

・期末手当支給月数０．１月カットを継続、賞与支給月数０．３月カットを継

続、期末・勤勉手当に係る管理職加算割合のカットを継続 

【平成２０年度】 

・期末手当支給月数０．３５月カット、賞与支給月数０．３月カットを継続、期

末・勤勉手当に係る管理職加算割合のカットを継続 

ウ 医療材料費 

・薬品の共同購入、後発医薬品への移行、院外処方への移行、同種同効薬品の整理

による契約努力等による薬品費の削減 

・診療材料及び医療消耗備品の共同購入、ＳＰＤ一括供給方式の導入、契約努力等

による材料費の削減 

エ 経費 

・ＭＲＩ、Ｘ線ＴＶ装置等の高度放射線医療機器等の共同購入による医療機器の調

達コストの縮減 

・設備管理業務の人員削減など業務内容見直しによる業務委託費の縮減 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

・保守内容の見直しによる雑役務費の縮減 

・井戸水浄化システム、節水バルブの設置等による水道料の節減等による光熱水費

の縮減 

・印刷物の全面的な見直し、競争入札の実施、契約努力による印刷製本費の縮減 

・競争入札の積極的実施 

オ 減価償却費 

・独立行政法人移行後に承継した償却済資産の再償却期間満了に伴う減価償却費の

縮減 

・労災医療への対応に万全を期すために設立された労災病院は、民間病院に比べ、

減価償却比率が極めて高い（平成１８年度で労災病院７．７％、民間病院 

３．７％［出典：病院経営管理指標（厚生労働省ＨＰ）。対象病院は４０５病

院］）ことから、計画的な機器整備等を通じた投資的経費の抑制に努めた。 

カ 退職給付費用 

・上記イからオまでの支出削減対策の実施に努めたものの、一方で、平成１９年度

以降に発生したサブプライムローンや世界的な金融・経済危機の影響による厚生

年金基金資産の減少分に見合う費用の増を計上。 

(２) 労働安全衛生融資につ

いては、債権管理を適切

に行い、財政投融資への

確実な償還に努めること 

(２) 労働安全衛生融資につ

いては、貸付債権の適切

な管理・回収を行うこと

により、財政投融資への

償還を確実に行う。 

(２) 貸付債権の適切な管理・回収を実施した。 

なお、平成１８年度からは正常債権の年度回収予定額（回収目標）を新たに設定し、

これに基づき計画的な管理回収に努めている。これは、平成１７年度に、総務省政策評

価・独立行政法人評価委員会から「具体的な数値目標や処理方針等を明確にした上で、

回収状況についての評価を的確に行うべきである」旨の意見があったことに基づくもの

である。 

平成１８年度、平成１９年度及び平成２０年度においては、一部の正常債権について

全額繰上償還等が発生したことにより、正常債権の回収額は目標額を上回った。 

正常債権の回収状況 

  16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

回収目標額 － － 626百万円 573百万円 493百万円

回収実績額 2165百万円 1306百万円 950百万円 1044百万円 853百万円

財政投融資への償還については、年度計画に基づき確実な償還を実施した。 

財政投融資への償還状況 

  16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

償還額 4450百万円 3836百万円 2750百万円 1514百万円 643百万円
 

      

         

 ２ 予算（人件費の見積りを

含む。） 

       

 別紙１のとおり        

         

 ３ 収支計画        

 別紙２のとおり        

         

 ４ 資金計画        

 別紙３のとおり        
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評価シート（１８） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

 第４ 短期借入金の限度額   第４ 短期借入金の限度額 Ｂ 

3.00 

Ｂ 

3.00 

Ｂ 

3.00

Ｂ 

3.00

Ｂ 

3.10

Ｂ 

3.02 

         

 １ 限度額 短期借入金の実績なし。       

 ４，１８４百万円（運営

費交付金年間支出の３／１

２月を計上） 

       

         

 ２ 想定される理由        

 運営費交付金の受入れの

遅延による資金不足等 

       

         

 第５ 重要な財産を譲渡し、又

は担保に供しようとするとき

は、その計画 

第５ 重要な財産の譲渡       

 なし 【平成１６年度】 

・休養所「大沢野パレス」について、平成１７年３月３１日に建物の譲渡契約を締結し

た（平成１７年４月２６日付けで所有権移転）。 

【平成１７年度】 

・珪肺労災病院について、平成１８年１月２３日に土地及び建物の譲渡契約を締結し

た。また、平成１８年３月２０日に器具備品の譲渡契約を締結した（平成１８年４月

１日付けで所有権移転）。 

・大牟田労災病院について、平成１８年３月２３日に土地・建物及び器具備品の譲渡契

約を締結した（平成１８年４月１日付けで所有権移転）。 

【平成１８年度】 

・岩手労災病院について、平成１９年２月２７日に土地及び建物の譲渡契約を締結し

た。また、平成１９年３月２２日に器具備品の譲渡契約を締結した（平成１９年４月

１日付けで所有権移転）。 

・東京都世田谷区南烏山地区所在財産について、平成１９年３月２０日に土地の譲渡契

約を締結した（平成１９年３月２６日付けで所有権移転）。 

・西有田委託病棟について、平成１９年３月２８日に建物の譲渡契約を締結した（平成

１９年４月１日付けで所有権移転）。 

【平成１９年度】 

・筑豊労災について、平成２０年１月１６日に土地、建物及び器具備品の譲渡契約を締

結した（平成２０年４月１日付けで所有権移転）。 

・大分アルメイダ労災委託病棟について、平成１９年１２月２６日に建物の譲渡契約を

締結した（平成２０年２月１日付けで所有権移転）。 

・九州労災敷地の一部について、平成２０年１月１５日に土地の譲渡契約を締結した

（平成２０年１月２３日付けで所有権移転）。 

・和歌山労災敷地の一部について、平成２０年１月１５日に土地の譲渡契約を締結した

（平成２０年２月５日付けで所有権移転）。 

・関東労災敷地の一部について、平成２０年２月８日に土地の譲渡契約を締結した（平

成２０年２月２０日付けで所有権移転）。 

【平成２０年度】 

・労災保険会館について、平成２１年２月１７日に土地、建物の譲渡契約を締結した

（平成２１年２月１７日付けで所有権移転）。 

・福井総合病院労災委託病棟について、平成２１年３月２５日に建物の譲渡契約を締結
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

した（平成２１年４月１日付けで所有権移転）。 

・恵那荘（寄付地）について、平成２１年４月１日に土地の無償譲渡契約を締結した

（平成２１年４月１日付けで所有権移転）。 

         

 第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途       

 本中期目標期間中に生じた

剰余金については、労災病院

においては施設・設備の整

備、その他の業務においては

労働者の健康の保持増進に関

する業務の充実に充当する。 

平成１６年度から平成２０年度までの各年度における剰余金の計上はない。       
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評価シート（１９） 

中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

         

第５ その他業務運営に関する

重要事項 

第７ その他主務省令で定める

業務運営に関する事項 

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 Ｂ 

3.00 

Ａ 

3.64 

Ａ 

3.78

Ａ 

3.56

Ｂ 

3.30

Ｂ 

3.46 

         

なし １ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画       

 (１) 中期計画開始時の役職

員の構成及び員数 

① 役員：理事長１人、

理事４人、監事２人

（うち１人は非常勤） 

② 職員：運営費交付金

職員８００人、労災病

院職員１２，９２２人 

(１) 人事に関する取組 

柔軟な人事交流を推進するため、平成１７年度に労災病院間の派遣交流制度及び転

任推進制度を創設した。この制度によって、平成１８年度から従前対象となっていな

かった管理職以外の看護職や医療職を中心に人事異動を行ったが、全国会議や社内広

報誌等で周知に努めた結果、平成２０年度は更に実績が増加し、職員の適正配置及び

活性化を図ることができた。 

区分 18年度 19年度 20年度

派遣交流制度 30人 33人 34人 

転任推進制度 18人 44人 56人 
 

      

 (２) 人員に係る計画 (２) 人員について       

 運営費交付金を充当し

て行う事業に係る常勤職

員については、その職員

数の抑制を図る。（期

首：８００人 期末：７

２０人） 

運営費交付金を充当して行う事業に係る常勤職員数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

800人 786人 780人 745人 720人

運営費交付金を充当して行う事業に係る常勤職員数については、平成１８年度末に

労災看護専門学校（２か所）を、また平成１９年度末に労災リハビリテーション作業

所（２か所）の廃止を行うなど業務の効率化に努め、中期計画どおり常勤職員数の削

減を図った。 

      

         

 ２ 施設・設備に関する計画 ２ 施設・整備に関する計画       

 (１) 労災病院に係る計画 (１) 労災病院に係る計画       

 勤労者医療の中核的役

割を効果的かつ効率的に

担うため、労災病院の老

朽化等を勘案して、施設

整備費補助金（注１）に

より次の病院の施設整備

を行う。 

① 病院名 

関東労災病院、東京

労災病院、東北労災病

院、中部労災病院、浜

松労災病院、和歌山労

災病院、九州労災病院 

② 予定額（注２） 

総額 ５６，０９８

百万円 

（注１）当該施設整備費

補助金は、本中期目標

期間中に限る措置とし

て講じられたものであ

る。 

（注２）「予定額」は、

勤労者医療の中核的役割を効果的かつ効率的に担うため、労災病院の老朽化等を勘

案して、施設整備費補助金により中期計画どおり次の病院の施設整備を行った。 

① 病院名 

関東労災病院、東京労災病院、東北労災病院、中部労災病院、浜松労災病院、和

歌山労災病院、九州労災病院 

② 労災病院に係る施設整備費補助金 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

14,376百万円 12,567百万円 11,284百万円 9,518百万円 8,339百万円
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

中期目標期間の施設建

設費計画額である。 

 (２) 労災病院以外の施設に

係る計画 

(２) 労災病院以外の施設に係る計画       

 労災病院以外の施設に

ついて、施設整備費補助

金により施設整備を行

う。 

① 予定額（注３） 

総額 ２，４６７百

万円  

（注３）「予定額」

は、中期目標期間

の施設整備の計画

額である。 

労災病院以外の施設について、施設整備費補助金により、労災看護専門学校の校

舎、教室、学生寮の補修工事、冷暖房設備等の改修工事を行った。 

労災病院以外の施設に係る施設整備費補助金 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

493百万円 495百万円 687百万円 522百万円 493百万円
 

      

  (３) 吹付けアスベスト等に係る対策       

  【平成１７年度】 

・目視調査及び成分分析等調査を実施し、一部対策工事を実施した。 

【平成１８年度】 

・平成１７年度調査に基づき対策工事を実施した。 

      

  (４) 建物の機能向上及び長寿命化に係る計画       

  【平成１６年度】 

・「保全の手引き」を作成した。 

【平成１７年度】 

・「施設別保全台帳」を整備し、各施設の投資費用を効率的に行うための「保全情

報システム」を開発した。 

【平成１８年度】 

・各病院の光熱水費の基礎データを入力した「施設別保全台帳」（ＣＤ－ＲＯＭ

版）を作成し、それを基に標準ライフサイクルコストの設定を可能にした。 

・平成１９年度の各施設の工事計画に係る設備機器の耐用年数、工事期間、金額等

について精査し調整を図った。 

【平成１９年度】 

・「施設別保全台帳」の、より積極的な活用を図り、建物等の日常点検の実施の指

導を行った。 

・労災病院以外の施設に対して、保全の手引及び施設別保全台帳を配布した。 

【平成２０年度】 

・定期的な「施設別保全台帳」の更新を行い、施設で作成する「中長期保全計画」

の指導、支援を行った。 

・予防保全について、各労災病院の担当者に定期点検による早期の補修の必要性に

ついて指導するとともに、具体的な点検方法についての講習を実施した。 

・外壁の劣化調査を実施し、危険度の判定を行い、危険性のある施設については早

期対応の要請を行った。 

      

  (５) 総合的な省エネルギー対策の推進       

  【平成１７年度】 

・施設における光熱水費の縮減を図るための総合的な省エネルギー対策の試行とし

てＥＳＣＯ事業を旭労災病院に導入した。 

【平成１８年度】 

・設備機器を更新するための改修工事を実施した。また、「労災病院ＥＳＣＯ事業
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度から平成２０年度まで）の実績報告 
事業年度評価結果 中期目標期

間の評価 H16 H17 H18 H19 H20 

マニュアル」を作成し、全労災病院に配布した。 

【平成１９年度】 

・１２月、２月、３月にＥＳＣＯ事業者、旭労災病院、本部営繕部と合同にて効果

検証を行い報告書にまとめた。 

【平成２０年度】 

・旭労災病院におけるＥＳＣＯ事業について、現地指導を行い、昨年以上の省エネ

ルギー効果が得られた。 

・労災看護専門学校建替えに伴う建築物の設計業者の選定において、「環境配慮型

プロポーザル方式」を導入した。 

         

 


